
  

 

 

 

 

 

食品に関するリスクコミュニケーション（東京） 

―魚介類等に含まれるメチル水銀に係る食品健康影響評価に関する意見交換会― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年７月１９日（火）１５：００～１８：００ 

 

ホテルフロラシオン青山 １階 ふじの間 

 

 

主催：食品安全委員会 



午後３時００分 開会 

（１）開会 

○司会（西郷） 皆さん、こんにちは。本日は、暑いところをお運びいただきましてあり

がとうございます。 

 ただいまから、「食品に関するリスクコミュニケーション－魚介類等に含まれるメチル水

銀に係る食品健康影響評価に関する意見交換会－」を始めさせていただきます。 

 私、本日、司会進行をさせていただきます内閣府食品安全委員会事務局の西郷と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 

（２）開会挨拶 

○司会 それでは、開会に先立ちまして、食品安全委員会の寺田雅昭委員長より一言ごあ

いさつを申し上げます。 

○寺田委員長 食品安全委員会の寺田でございます。 

 本日は、大変暑いところをおいでくださいましてありがとうございました。感謝いたし

ます。 

 「魚介類等に含まれるメチル水銀に係る食品健康影響評価に関する意見交換会」を始め

るに当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 ご存じのとおり、メチル水銀は地球上に広く分布をしております。私どもは、食事の中

で、特に魚介類から、微量ではございますが、摂取しているわけであります。問題は、こ

れは量が大変ふえた場合には、ご存じのとおり、水俣病とかそういう病気にもなりますし、

これは食品全体にもかかわる問題ではございますが、どの程度まで低かったら大丈夫なの

かということが問題になるわけです。 

 厚生労働省は、平成 15 年に「魚介類等に含まれるメチル水銀に係る妊婦等を対象とし

た摂食に関する注意事項」を出しまして、それの見直しということのために、私どもに、

魚介類等に含まれるメチル水銀にかかわる評価をやってくれということで、私どもの専門

調査会で約２年間にわたりまして非常に熱心に討議をしていただきまして、６月 23 日に

このメチル水銀に係る食品健康影響評価（案）がまとまりました。 

 現在、この案に関しまして、広く国民の皆様から意見の募集をしているところでござい

ます。現実に６月 23 日から１カ月ですから、今週の終わりまで意見募集をやっていると

ころでございますが、ご存じのとおり、こういう場合にはリスクコミュニケーション、意
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見の交換というのが大変大事でございまして、私どもは、特に国民の皆様の関心の非常に

高い件に関しましては、意見募集だけではなくて、このような意見の交換会を開いており

ます。 

 当然のことでございますが、魚介類といいますのは、日本の食文化の中心でございます

し、これは個人的な考えですけれども、私自身、日本の長寿社会を守っていく、あるいは

さらに伸ばしていく上で大変大事なものだと思いますが、一方、物事は何でも多ければ悪

い場合がございます。そういうことも含めまして、いい食材ではありますが、悪い部分も、

こういうところは悪い可能性があるというようなことを評価してきたわけでございますし、

特にどういう方がハイリスクグループ、普通の人よりも危険度がちょっと高いかというこ

とを熱心に検討していただきました。 

 この意見交換会は、当然ではございますが、いつも意見交換会で申し上げているのです

が、一方交通の意見ではなくて、両方向の意見交換でございますし、今日、ここに出席の

皆様からいろんなご意見を賜りますことを本当に期待しております。 

 スケジュールに関しましては、司会の西郷の方から詳しく述べると思いますが、ぜひ今

日帰られるときに、何かこういうふうにいった、これが後、どういうふうになるのだろう、

あるいは疑問に関しまして、パネルの皆様方から納得できるようなお答えが出たいうこと

を期待している次第でございます。 

 簡単ではございますが、私のあいさつにかえさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、お配りいたしました資料の確認をさせていただきます。 

 水色の封筒の中でございますが、「配布資料一覧」が入っておりますので、それと照合し

ていただければよろしいのでございますが、まず「議事次第」が１枚、「講演者及びパネリ

ストプロフィール（東京会場）」が１枚、パネルディスカッションのときの「座席表」が１

枚。 

 資料でございますが、同じような名前のものが並んでございますが、資料１が「魚介類

等に含まれるメチル水銀に係る食品健康影響評価について」、これが後ほどのご講演の打ち

出し資料でございます。なお、ご講演に当たっては、この打ち出し資料だけではなくて、

その他のスライドもございますので、前のスライドをごらんいただければと思います。 

 資料２が、本日の議論の対象となっております「魚介類等に含まれるメチル水銀に係る
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食品健康影響評価（案）」、いわゆるリスク評価の案でございます。これが今パブリックコ

メント、意見・情報の募集の対象となっているものでございます。 

 資料３が、今、食品安全委員会のホームページに、リスク評価の案と一緒に載っており

ます「評価（案）のポイントについて」という、これもパワーポイントの打ち出しでござ

います。今、委員長がごあいさつの中でご説明いたしました今までの経緯だとか、今回の

評価のポイントについて書いてございます。 

 参考資料でございますが、いわゆるパブリックコメント、ご意見・情報の募集について

のプレスリリース、７月 22 日までにご意見をいただきたいということになってございま

す。 

 参考資料２でございますが、今回の評価のきっかけとなりました厚生労働大臣から食品

安全委員会委員長あてへの食品健康影響評価の依頼の文書の表裏１枚紙でございます。 

 次に、アンケートをつけてございます。これは、このような意見交換会を少しずついい

ものにしていくために、皆様のご意見を毎度伺っているものでございますが、お帰りまで

にご記入の上、帰りに受付に置いていっていただければと存じます。 

 あと、食品安全委員会の小さなリーフレット、「食品の安全性に関する用語集（改訂版）」、

これは今年の３月に改訂したものでございます。あと、「食品安全」、これは食品安全委員

会の季刊誌でございますが、この第４号。この裏表紙のところに、今回のメチル水銀のこ

とにつきまして、食品安全委員会の小泉直子委員が解説をしておりますので、ご参考まで

でございます。 

 以上、不足がありましたら、近くの係にお申し出ください。 

 次に、本日の意見交換会の進め方につきまして、若干ご説明申し上げます。「議事次第」

をごらんください。 

 この後、すぐ食品安全委員会汚染物質専門調査会、今回の評価の作業に当たっていただ

いた専門調査会でございますが、そちらの佐藤洋座長から、約１時間ほどご講演をいただ

きます。その後、舞台の模様替えをしますので休憩をいただきます。その後、パネルディ

スカッションを行う予定でございます。パネルディスカッションを行いながら、会場の皆

様との意見交換も進めてまいりたいと思ってございます。最後に閉会のごあいさつを申し

上げますが、この会場の都合で、本日６時までということにさせていただいておりますの

で、議事進行にご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。 
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（３）講演 

○司会 それでは、早速でございますが、食品安全委員会汚染物質専門調査会座長、東北

大学教授の佐藤洋先生から、「魚介類等に含まれるメチル水銀に係る食品健康影響評価につ

いて」お話をいただきます。 

 佐藤先生、よろしくお願い申し上げます。 
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魚介類等に含まれるメチル水銀に係る食品健康影響評価について 
 

                  食品安全委員会汚染物質専門調査会座長 

佐 藤   洋 

 

皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました佐藤でございます。 

今日は、先ほど寺田委員長からもお話がありましたように、「魚介類等に含まれるメチル

水銀に係る食品健康影響評価（案）」を出させていただきましたので、特にその耐容週間摂

取量が、どのように考えて、どのように決められたかというようなことについてお話をし

てみたいと思っております。 

私は、その汚染物質専門調査会の座長ということで皆さん方にお話しするんですけれど

も、本職の方は東北大学に勤めております。先ほど仙台から参りましたけれども、東京へ

来たら暑いですね。仙台も土曜、日曜はちょっと暑かったのですけれども、ことしはオホ

ーツク海の高気圧が強いせいで、やませが吹くような日が続いておりましたので、今日は

特に暑く感じます。 

会場もなかなか盛況なようで、大分熱い議論が出てくるのかなと思っております。 

では、早速中身に入りたいと思います。 

（パワーポイント映写） 

初めにお話ししたいのは、有害物と生体影響ということでございます。有害物というの

は、ある量が体の中に入って初めて有害性が出てくるということなのです。これは別な言

葉でいえば、閾値というのがあるということです。 

体の中に入った量を横軸にとって、生体影響の深刻さというか、どういう影響がどうい

うふうに出てくるのか。その重さであらわしているわけですけれども、はじめ、量の小さ

いうちは、生体影響がほとんど出てまいりません。先ほど申し上げた閾値を超えたころに

なってくると、影響が見え始めてきます。ただし、その影響は、可逆的な影響であること

が多いわけです。可逆的というのは、つまり、この曝露量が減れば、またもとに戻ってし

まうということなんですね。ところが、ある一定以上、この量が実は毒性をあらわすこと

になるのだろうと思いますが、ある量を超えてしまうと、非可逆的な影響、つまり、曝露

が少なくなっても影響がなくならない、残ってしまうということになります。その最たる

ものが死亡ということになるのだろうと思います。 
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有害物は、閾値があって、この閾値が特に低いものが有害なもの、毒性の高いものとし

て、我々は認識しているわけです。それから、閾値と致死量の幅が狭いものは、危険なも

のだと私どもは考えておるわけです。 

一般に、閾値がこういうふうにあるということなんですけれども、この閾値をどうやっ

て決めるかということですけれども、実はなかなか決められないんですね。概念的にはあ

るんだということはわかっていて、間違いないのですが。多くの場合には、動物実験や何

かでこの閾値を決めることになります。動物実験をやって、影響の見られない一番大きな

値を、ここではＮＯＡＥＬと書かせていただいていますけれども、用語集にも説明がある

かと思いますけれども、実験をうまくやると、これが閾値に非常に近いところへいくわけ

ですね。 

それから、ＬＯＡＥＬというのがありますけれども、これは影響の見られる一番小さな

量、実際に閾値をちょっと超えればそういう値になるわけです。こういう値を実験的に求

めて、例えば農薬なんかの場合には、ＡＤＩというのを使っているわけですけれども、食

品中に残っても、まあしようがないやという量ですが、それは閾値の１/100ぐらいにして

おきましょうというのが一般的なやり方です。実際には、もうちょっと低いレベルである

ことがほとんどなんだろうと思います。 

ここで申し上げたかったのは閾値があるということで、閾値があるからこそ基準の摂取

量とか耐容摂取量を決められるわけです。 

先ほど図で示したことを、もう一度言葉であらわしているわけですけれども、一般的に

そういった基準値を設定する方法は、大体ＮＯＡＥＬ（無毒性量）、有害な作用が観察され

ない量を求めて、それに安全係数といった方がわかりがいいかもしれませんけれども、何

分の１にするか。先ほどの図の場合ですと、１/100にしますよということだったわけです

けれども、そういった係数を掛けて基準を設定することになります。 

例えば、動物実験からヒトの閾値を推定したり、あるいは安全域を推定したりする場合

には、動物と人間では違う生物ですから、その分として１/10 ぐらいにするとか、人間の

中でも集団として考えた場合には、お子さんもいらっしゃいますし、今日これからお話し

するような妊婦さんもいらっしゃいます。老人の方もいらっしゃいますね。特に大気汚染

などで問題になるのは、呼吸器の疾患なんかを持っていらっしゃる方もいます。そういう

個体差を考えた上で、さらに安全を見た係数を掛けていくということをして、閾値からこ

ういった係数を掛けていって基準を設定していくというのが、一般的なやり方です。 
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今回、メチル水銀の耐容摂取量を決めるという作業を私どもの専門調査会ではやらせて

いただいたわけです。この場合には動物実験もたくさんございましたけれども、基準を設

定する側からいえば幸いなことに、ヒトの調査があったのです。それも大きな調査が２つ

ほどございました。ほかにも幾つかあるのですけれども、それはデータとしての信頼性が

若干問題になったり、あるいは数が少ないというようなことがあって、２つの研究を選ん

で耐容摂取量を決めるという作業をさせていただいたわけです。 

その２つは、フェローアイランズと書いてありますが、フェロー諸島、それからセイシ

ェル共和国の２つです。ここでの調査がそうなのです。 

フェロー諸島というのは、皆さん方、余りなじみはないのではないかと思うんですけれ

ども、ここはデンマークの一部です。ただ、半分独立したような地域でして、フェロー語

という、北欧の言葉だと思いますけれども、デンマーク語と若干違う言葉をお話しになっ

ている。もちろん彼らはバイリンガルで、あるいはほかの言語もしゃべりますからバイリ

ンガル以上だと思うんですけれども、言葉が若干違いますし、お金もフェローのお金があ

りますし、旗も持っておりますので、半分独立しているようなところですね。彼らはバイ

キングの子孫だということを自分たちではおっしゃっています。 

もう一方のセイシェルは、インド洋の島です。これがケニアで、こっちがタンザニアな

んですけれども、国境沿いをちょっと東の方へ行ったところで、赤道に非常に近いところ

ですね。ナイロビから飛行機で３時間ぐらいのところです。このセイシェルは、セイシェ

ル共和国といって独立した国です。以前はフランスあるいはイギリスの植民地だったこと

もあるんですけれども、今現在は独立した国なんですね。主にアフリカ系の方々が住んで

いて、地域でいえばアフリカの一部とされていますけれども、非常に豊かな国です。ヨー

ロッパやアメリカから観光客が来ているようなところで、物価的にもヨーロッパや日本な

どと余り変わりませんし、非常に豊かできれいなリゾート地です。一時期、日本からも新

婚旅行の方が行くようにということでプロモーションが大分あったようですけれども、結

局、セイシェルには余り行かれなかったようですね。 

この２つの島で、お母さんのおなかの中にいたときのメチル水銀の胎児期曝露、出生後

の子供たちがどのように発育、発達していくかという健康調査が行われた。それも 1000

名規模で行われたということなんです。 

どんなところからメチル水銀が入ってきてしまうのかということですが、これはフェロ

ーでクジラをとっているところです。フェローの方々は、今でも伝統的なクジラ漁が許さ
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れている方々なのです。これは商業捕鯨ではなくて、ある湾にクジラを追い込んで、その

湾に所属する人たちがみんなで分けて食べるわけです。このクジラはパイロットホエール

といっておりましたが、ゴンドウクジラで、歯クジラですから魚を食べるクジラなのです。

海の生態系を考えますと、食物連鎖の一番上位にいるわけです。つまり、今日は詳しくお

話ししませんけれども、食物連鎖の中で生物濃縮されたメチル水銀を一番濃く持っている

のが、このクジラです。ほかにもサメとか、そういう魚を食べる大型の魚はそうなのです

が、クジラは魚ではありません、海棲哺乳類ですけれども、そういうことでフェローの人

たちはメチル水銀に曝露されているということになります。 

これに気がついたデンマークの研究者たちが、フェローの病院の先生方と一緒に、1980

年代に調査を始めたということなんです。お母さん方が妊娠しますと、登録いたします。

そのとき髪の毛をいただいたり、出産時には胎盤や臍帯血をいただいたりして、その水銀

をはかるわけですね。フェローの場合には、お子さんが７歳になる、小学校に入るか入ら

ないかぐらいのときにいろんな検査をやって、影響があるとかないとかというようなこと

を見たということになります。 

一方のセイシェルですが、これは先ほどもいいましたように、南のリゾート地です。イ

ンド洋の数多い魚が食べられています。これはセイシェルの水産庁のようなところからい

ただいたポスターですが、マグロとか、カツオのたぐいとか、サワラみたいなものとか、

タイのたぐいとか、タコとか、エビとか、いろんな魚を食べています。彼らは魚の摂取量

が非常に多いのです。日本人も魚をよく食べる方なのでしょうけれども、日本人の恐らく

倍ぐらい魚を食べています。１年間にしますと 70kg 以上食べているというから、体重以

上食べているということになろうかと思います。 

先ほどのフェローのところでは、申し上げるのをちょっと忘れましたけれども、クジラ

はしょっちゅうとれるわけではないし、あれを塩漬けにしておいて、時々食べるわけです

けれども、そのクジラの濃度は比較的高いものですから、メチル水銀の曝露が時々高くな

るということなのです。 

セイシェルの人の場合には、１週間に 12 食以上魚を食べる。１週間というと、日に３

回食べる人だと 21 食です。時々朝飯を抜いたり、夜は液体だけというようなこともある

かもしれませんが、12食ということですから、半分以上魚を食べるわけです。セイシェル

のマーケットに行きますと、魚屋さんがほとんどで、お肉屋さんは片隅の方にしかないと

か、そんな風景が見られます。ですから、この魚１つ１つの水銀濃度は恐らくそんなに高
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くないのですけれども、量として毎日毎日たくさん食べますから、やはりメチル水銀の曝

露が高くなってしまう。先ほどのフェローは、土地の利を利用して、デンマークの研究者

が行っていたのですけれども、ここでは、ロチェスター大学というアメリカの大学の水銀

の研究をしている人たちが行って、やはり 1980 年代の終わりぐらいから研究を始めてい

ます。 

そういう研究結果が出てきたのは、1990年代の半ば過ぎからということになって、こう

いう評価ができるようになったということです。 

セイシェルやフェローの話をしていると結構おもしろいのです。私も本当はもうちょっ

としたいのですけれども、そればかりしているわけにもいかないので、次に進ませていた

だきます。 

非常にざっくりと大ざっぱにセイシェルの研究結果を見ますと、曝露による影響はない。

つまり、メチル水銀の入っている魚を食べても子供の神経･行動発達における影響はないと

いうのが、全体的な結論です。 

例えば、後でお示しいたしますけれども、母親の妊娠中の毛髪中水銀濃度が、胎児にメ

チル水銀がどれぐらい行ったか、胎児がどれくらい曝露されたかというもののいい指標に

なるわけです。それで、セイシェルの研究では、妊娠中の母親の毛髪中の水銀濃度を３ppm

ごとに分けているわけです。一番低いのが３ppm以下ということです。日本人の大部分の

人たちはこの群になります。一番高いのが 12ppm 以上ということで、日本人の場合には

こういう毛髪中水銀を持たれている方は、全くいないわけではないのですけれども、ほと

んどいません。そのときに、ボストンネーミングテストの成績を、母親の曝露別に比べて

みると、みんな 26～27 という点数で差がなかったということなのです。ここでお示しす

るのはたった１例の検査の結果ですけれども、いろんな検査をやってみて、みんなこうい

うような結果だったわけですね。 

そうしますと、私どもは、この 12ppm、本当はもうちょっと高いのかもしれないんです

けれども、12ppmを先ほど申し上げたＮＯＡＥＬにしようと考えたわけです。もしかする

とこれより高いんですね。ただ、安全性を見込むためには低い値をとった方がいいだろう

という判断で、12ppmがＮＯＡＥＬだということにいたしました。 

フェローの結果は若干複雑なのです。解析も複雑です。幾つかの影響指標が曝露の指標

と関連する。つまり、胎児期にお母さんが摂食することを通してメチル水銀に曝露された

子供の生後の発達について、胎児期の曝露の影響が出ていますよという結果です。これは、
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出ていますよといっても、そんなに深刻な影響が出ているということではないのですが、

いろんな検査をやってみると、そういう結果が見られます。 

この子供たちは、特に何か表立った障害があるわけではなくて、例えば小学校に普通に

通っています。普通に生活しているのですが、後でもちょっとお出しするような検査をや

ってみると、成績の若干の低下が曝露と関係して見られますよということなんです。この

場合には、先ほどのようなＮＯＡＥＬを出すわけにはいかなくて、ベンチマークドーズと

いう、ある別な値を出すことになりました。このベンチマークドーズというのは、余り耳

なれない言葉かと思いますので、後で説明いたしますが、実際にどんな影響があったのか

というのをちょっとごらんに入れます。 

こっち側にいろんな影響が出ています。フィンガータッピングというのは、単純に指で

１分間に何回たたけるかということです。協調運動であるとか、持続反応時間というのは

子供にコンピューターゲームみたいなものをやらせるのですが、つまらないゲームをやる

ので持続力がなくなったり、やる気がなくなったりするのですが、そういうのを見る。知

能検査みたいなものは、影響がほとんど出てきていないのです。物の絵を見せて、物の名

前をパッといわせるとか、あるいは、言葉のリストをずらずらといって、別な検査をやっ

てしばらく時間がたってから、それをいってもらうとか、いろんな検査をやっています。

これ以外にも随分たくさんの検査をやっています。 

１人の人にかかる検査時間は、いろんなものを含めると、ほとんど半日なんですね。大

変な検査です。それを７歳とか９歳、10歳ぐらいの子供にやるわけですから、やられる方

も大変だし、やる方も大変だろうと思います。 

＊印、アスタリスクがついているのが、影響があったよということです。フィンガータ

ッピングのように、利き手ではあっても、非利き手ではなかった。 

フェローの場合は、先ほどいいましたように、曝露の指標としては、母親の毛髪と臍帯

血、いわゆる臍の緒の血液ですね。これは赤ちゃん側の血液だと考えられますけれども、

臍帯血のメチル水銀もはかっているということになります。ただ、ほとんど同じような結

果が得られていることになります。 

ベンチマークドーズというのは割合新しく登場してきたもので、ご説明申し上げたいん

ですけれども、なかなか難しくて、私もよく理解しているかどうか確たる自信はないので

す。我々がふだん生活しているときに、何でもいいのですが、例えば毎晩飲む液体だとし

て、肝臓の機能検査をします。そうすると、機能検査の数値が低い人も高い人もいて、そ
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れは大体正規分布をするのです。真ん中ぐらいの平均値の人が一番多くて、端っこの低い

人とか高い方の人は数が少なくなって、正規分布をすることが多いわけです。今、アルコ

ールと申しましたけれども、お酒は一滴も飲まない人もそういうふうになります。 

少し高目の人のところにカットオフ値というある１つの評価の値を決めておいて、曝露

がなくてもそれを超えるデータを出す個体がいることを前提にしておくわけです。 

お酒の場合ですと、例えば肝機能検査はお酒を飲むと悪くなる。大体の場合は数値が大

きくなることが多いわけですけれども、その数値が大きくなる人の割合がふえます。それ

が、曝露がないときの２倍にふえる量をベンチマークドーズといおうと決めるわけです。

そのときに、このベンチマークドーズが大きいとか小さいとかで危険度みたいなものを判

断しようというのが、後での話なのですが、このベンチマークドーズというのはある統計

的な幅を持った値であって、ベンチマークドーズの 95％信頼限界の下限値をＢＭＤＬとい

おうと決めています。 

これだけだと何をいっているんだという方がほとんどだと思いますので、別な絵でご説

明します。 

これが、先ほど申し上げた曝露が０のときの分布です。本当は、これは 90 度ひっくり

返して見ていただけばこういうふうになるからいいのですが、次の絵との都合上、こうい

うふうになっています。 

お酒を全く飲まなくても、肝機能が低い人だけでなくて、若干高目の人もいるわけです。

あるａという値、例えばＧＯＴとかＧＰＴだったら 40でも 60でもいいんですけれども、

そういう値をカットオフ値と決めます。カットオフ値を超える人が全体の中のＰ０％だけ

いたとします。お酒を飲むと肝機能は悪くなる。肝臓が強くて全然悪くならない人もいる

のですけれども、一般的には、お酒を飲み続ければ悪くなるということにさせてください。

そうすると、値がだんだん上がっていきますね。ここはちょうど真ん中ですから平均値で

す。平均値は上がっているのですけれども、この分布も上に上がっていきます。そのとき、

このカットオフ値を超える割合がふえてくるわけですけれども、Ｐ０よりふえた部分をベ

ンチマークレスポンスというわけですね。 

先ほどの定義ですと、Ｐ０×２だから、Ｐ０％とＢＭＲのパーセントが同じ値になったと

きがベンチマークドーズです。そのときの量－反応関係をあらわす関数は、要するに、最

初にお示しした量と影響の関係を示す関数だと思っていただいてもいいのですけれども、

その関数はここでは単純に直線にしていますが、もしかするとこういう指数かもしれない
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のです。いろんなケースがあり得ると思いますが、ここでは極めて単純に直線で考えてい

ます。 

これに従って分布がずれていくわけですけれども、そのときＢＭＲ分だけ上がるための

曝露量がＢＭＤ（ベンチマークドーズ）だと定義されるわけです。このベンチマークドー

ズは実は統計学的にある幅を持った値ですので、どんな幅があるかというのは 95％信頼限

界であらわすわけですけれども、そのときの低い方の値をＢＭＤＬといいます。ここでベ

ンチマークドーズが出てくるわけですけれども、ＢＭＤＬは、安全に考えて低い方の値を

とるという考え方になろうかと思います。 

もうちょっと違うご説明を申し上げますと、ここは量－影響関係と書いてありますが、

量－反応関係でもいいのですけれども、曝露量と影響のある面を見た関数をこういうもの

だと考えたときに、やはりこの関数もある変動を持っているわけです。そのとき、左側に

来る関数は立ち上がりが急になりますから、どちらかというと鋭敏に反応していると考え

たときなのですが、そのときの値がＢＭＤＬになるわけです。平均的なもので考えたもの

はＢＭＤということになりますが、一番左の方で、95％信頼限界の低い方と申しますか、

鋭敏に反応している関数で考えた場合には、同じ高さで結んだこれがＢＭＤＬということ

になるのだろうなと考えられます。 

そのとき、実際には、ここがＰ０です。曝露０でもカットオフ値を超えるということが

あって、こっちがＢＭＲです。倍になる。もし一番鋭敏な関数で考えた場合の部分を、平

均的なものであらわしたもので考えると、反応がふえた部分、カットオフ値を超える部分

がこれだけ小さくなるということなのだろうと思います。 

ＢＭＤＬが何をあらわしているのかというのは、いまだにいろいろな論争があるようで

すけれども、とりあえずカットオフ値を超える個体がＰ０％だけあることを前提にしたと

きに、それが統計学的に有意な差を持ってふえてきたということをいうための値が、恐ら

くＢＭＤＬだろうと私は解釈しております。つまり、カットオフ値を超える個体は、曝露

０でもこれだけあります。それが曝露量がふえるに従って、だんだんふえてくるわけです

が、そのとき、統計学的に有意にふえたといえる最初の値がＢＭＤＬだと解釈しておいて

いいのではなかろうかと考えております。 

そういうことを前提にした上で、フェローの研究では、ベンチマークドーズとＢＭＤＬ

が計算されています。幾つかの影響について計算されて、それを示しているわけですけれ

ども、ＢＭＤとＢＭＤＬができるだけ小さい方をとった方がいいというのは、こういう安
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全性の評価では当たり前ですね。もう１つは、ＢＭＤとＢＭＤＬの間があいているという

ことは統計学的に不安定だということなので、できるだけ幅の狭い方がいいだろうという

考え方があるわけです。そういう条件で見てみますと、ＢＭＤＬが一番小さいのはボスト

ンネーミングと反応時間ですけれども、ＢＭＤとの差で見るとボストンネーミングが幅が

一番狭いということで、安定したデータだろうということを考えて、この 10ppm。反応時

間をとっても本当は同じなのですけれども、10ppmをＢＭＤＬととっています。 

結局、フェローの研究とセイシェルの研究を大きくまとめると、こういうことになるわ

けです。対象者数は 700とか 900とかという、胎児期曝露の影響を見たものでは、こんな

に大きな数字のものはほかにはほとんどございませんけれども、こういったもののＮＯＡ

ＥＬに相当する 12ppmと、ＢＭＤＬの 10ppmをとって、２つの調査結果を含めようとい

う意味で平均をとっているわけです。 

これを言葉であらわしたのですけれども、ここで皆さん方、やっぱりちょっと疑問に思

われる方が多いと思うのです。セイシェルの場合はＮＯＡＥＬですということを申し上げ

たわけですけれども、フェローの場合はＢＭＤＬで、何か影響がふえるかもしれない、そ

れが統計学的に有意にふえる最小の値だということを申し上げたので、何でフェローの方

が低いし、そういう違う性質のものの平均を簡単にとってしまうんだというお話もあろう

かと思います。 

これは、研究の方法論の性質上、しようがないのだろうと私は思うのです。セイシェル

の研究結果は、もうちょっと高いところにいくと何か影響が出てくるのかもしれませんけ

れども、それはわかりません。これがここなのか、こっちなのかはわかりませんけれども、

一応ＮＯＡＥＬという値があるわけです。フェローの結果は、初めからカットオフ値を超

えるある程度の、これを異常と定義すれば、曝露０でも異常があるということを前提にし

た解析ですので、それが統計学的に有意にふえる最小の値ＢＭＤＬをとろうということな

のです。そうしますと、これも１つの閾値と考えてもいいだろうと考えまして、この平均

をとるというやり方をとったわけです。 

そうしますと、先ほどいった閾値が 11ppm という値で計算をスタートさせることがで

きることになります。ただ、これを耐容摂取量の計算に持っていくまでには、いわゆる不

確実性をどう考えるかということなのです。 

この２つの研究のデータの不確実性は低いと私どもは判断いたしました。それはなぜか

というと、人間の集団の中でも、メチル水銀曝露に一番鋭敏に反応するだろう胎児期曝露
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の影響をとっている。フェローとセイシェルは、環境的にも、食生活の面でも、民族的に

も大きく違っているところなのですけれども、それでもなおかつ、閾値に相当するものは

ほとんど似ているような値を出している。それぞれ 1000に近い、700から 900という数

字のデータであるというようなことから、データの不確実性は非常に低いだろうと考えて

おります。これは、ほかの評価機関でもそういう評価になっています。 

ヒトのデータであるということですね。感受性が高い。もう１つは、いろんな影響指標

を見ているのです。実は、影響指標の見方が多過ぎるのではないかという批判もあるぐら

いなのです。と申しますのは、よく我々の世界でやるのは、５％で有意という統計のとり

方をするわけですけれども、そういうとり方をしますと、検査を 20 やると、実際に差が

なくとも１つは統計的に有意差が出るんだよというのが、統計学の初歩の常識です。だか

ら、多数の影響指標で検討して影響がなかったというのは、むしろかなり確からしくて、

本当は 20 やったら１個ぐらい出てきた方が、統計学的に当たり前だといえば当たり前な

んですね。でも、いずれにしても、多数の影響指標で検討しているということは、この場

合には大きなアドバンテージになります。そういうようなことがあって、データの不確実

性は低いと判断させていただきました。 

食べたものがお母さんの体の中に行って、胎盤を通って赤ちゃんに行くということなの

ですけれども、実際には赤ちゃんが曝露されて、生まれた後の神経・行動発達の影響を見

ているということになるわけですが、実際に我々が答申として出さなければいけないもの

は、口から入るメチル水銀の量が何ぼで大丈夫なのというようなことなのです。 

そのためには、実は毛髪中の水銀濃度で話がずっと進んできたわけで、これはメチル水

銀曝露のいい指標になりますよということだったんですけれども、これを実際には経口摂

取量に置きかえなければいけないのです。そのためにはどうしたらいいかというと、毛髪

中水銀濃度を血液中水銀濃度に変換いたします。血液中の水銀濃度から経口摂取量を求め

るという、先ほどの筋道とは逆の方向で物事を計算していくことになります。 

メチル水銀の摂取量によって毛髪中水銀濃度はどれくらい変わるかというのをちょっと

ごらんに入れたいと思うのですが、これは、私どもの研究室で仕事を手伝ってくれる女の

子だったのですけれども、１年以上前に結婚したのです。独身でいたころは、魚をほとん

ど食べなかったのです。ところが、結婚したらだんなさんのご両親とも一緒に生活してい

るんですけれども、食生活ががらっと変わって、魚を食べるようになったというのです。 

彼女の髪の毛をもらって、先っぽの方から根元の方まで１cmごとに区切ってはかると、
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こういう水銀濃度のプロファイルになります。これはなぜかというと、髪の毛の中にメチ

ル水銀は取り込まれていくわけですね。血液の中から髪の毛ができるとき、一緒に取り込

まれてしまいます。それは髪の毛の成分の中にしっかり組み込まれていて、髪の毛が伸び

るときに一緒に伸びていきます。そうすると、我々の髪の毛は１カ月に大体１～1.5cm伸

びますので、根元から 18cm は１年ちょっと前の髪の毛なのです。０cm は、もしかする

ときのうとか１週間ぐらい前の髪の毛なんです。そうすると、髪の毛の長さであらわした

水銀の濃度は、実は彼女の１年ちょっとのメチル水銀曝露の歴史を示しているわけです。 

実は前にもはかったことがあるのですけれども、それだと 0.5ppmぐらい、やっぱり低

い値だったのです。たしか２回ぐらいはかったことがあると思うのですが、それはポイン

トだけだったのです。あと、髪の毛の長さを１cm ずつぐらいに切って分析していくと、

こんなプロファイルが得られて、結婚したころからずっと上がっている。季節の変動か何

かあって、若干下がったり何かしていますけれども、この先、多分２ppmぐらいで落ちつ

いていくのかなという感じがいたします。つまり、髪の毛の水銀の量は、経口摂取のメチ

ル水銀の曝露をよくあらわしているということになるかと思います。 

これは妊婦さんのメチル水銀の代謝ということなんですけれども、ここで見ていただき

たいのは、食べたものが吸収されて血液の中に行く。血液の中からいろいろ排泄されたり

するわけですけれども、毛髪にも行くわけです。毛髪の水銀はそのまま固定されてしまい

ます。この毛髪の水銀から血中濃度を推定することができる。この血中濃度から摂食量を

決めることができるということになるわけです。 

これまでの研究から、毛髪中水銀濃度と血中水銀濃度は 250：１だというのがわかって

います。そうすると、先ほど求めた 11ppmは、血中の水銀濃度にすると 44μg/Lという

値に相当いたします。 

その後は、この血中水銀濃度を維持する摂取量を推定するということになります。その

とき考えたのは、ワンコンパートメントモデルということです。これはちょっと複雑とい

うか、一番単純なモデルなんですけれども、血液の中に水銀が入って、先ほどいったよう

に、一部出ていくところがあるということだけを考えているわけなんです。そのときに、

メチル水銀は代謝が非常にゆっくりしていますので、定常状態を想定するということです。 

それはどういうことかというと、例えば一遍に多い量の急性毒性をあらわすような毒物

をとると、血中濃度がボンと上がります。それを何回かに分割してとった場合に、血中濃

度がどんどん上がっていくかというと、実は上がりません。それはなぜかというと、排泄
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されるからです。１回とったときは、同じように上がります。これは 5回に分けているか

ら、１回ボンととったときの１/５まで上がります。しかし、次にとるまでの間に排泄が起

こるので、血中濃度は下がります。この青い点線は無視してください。そのときに足して

いっても、やっぱり次に摂食するまで下がるので、こういうふうになって、これとは違う

カーブを描くわけです。ここのところは、排泄があるからだということになります。 

それを繰り返していくと、生物学的半減期というのは余りお聞きにならない言葉かもし

れませんが、排泄の速さによって違ってくるものなのですけれども、生物学的半減期の大

体５倍とか７倍ぐらいの時期になってしまうと一定の値になって、これ以上上がらないと

いうことが起こります。メチル水銀の場合には、これは大体１年ぐらいだと考えられます。 

ですから、例えば毎日毎日、正確に 0.何mgということはないと思いますけれども、大

まかにいって例えば 0.05mg食べる人と、0.1mg食べる人がいても、これがだんだん上が

っていって、あるところに行くと落ちついてしまいます。この 0.05と 0.1の人は、ちょう

ど倍違う値で落ちつくということなのです。 

ある量をとると、例えば１mgをとると、中毒量が例えば 100という数値だとすれば、

そこまで上がっていくことになります。それ以上、例えば 10とると 1000まで上がります

よということになって、これがもし致死量だとすれば、10とれば亡くなるということにな

ります。20とると、本当はその倍まで上がるのですけれども、死んでしまえばもう摂取が

できませんので、これ以上は上がらぬということになりますが、それ以下ですと、毎日毎

日とっている量に比例したある定常状態で濃度が決まってしまうということなのです。い

つまでもたまって、ずっと上がっていくということではないわけです。それはなぜならば、

先ほど申し上げたように、排泄というメカニズムがあるからです。 

それを毎日の摂取量との関係で計算する式が、こういうことです。詳しい話はやめます

けれども、血中濃度、排泄係数は半減期の逆数になるわけですが、それと血液量なり、吸

収率はメチル水銀の場合はほとんど 100%になるわけです。あるいは体重とかを考えあわ

せて、こういう式で毎日の摂取量と血中濃度との関係が出てくることになります。 

それを計算いたしますと、1.167μg/kg という数値が出てまいります。これは体重当た

り毎日毎日 1.167μg/kg摂取していると、血中濃度が 44μg/Lになりますよということで

す。これが毛髪水銀濃度との比例関係でいきますと、11ppmに相当いたします。 

これを耐容摂取量にしてもいいのですが、実はワンコンパートメントモデルのパラメー

タに対する不確実性があることが、研究からわかっています。 
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それは、毛髪と血中の水銀濃度の比が 250：１だと申し上げましたが、これに若干のば

らつきがあるのです。それから、排泄係数、逆にいうと、生物学的半減期というメチル水

銀の出やすさ、排泄されやすさについて、これも個体差があることがわかっています。 

実際には、250：１ではなくて、平均値で見ると 370：１というデータもありますし、

140：１というデータもあるわけです。もし 370：１だとすると、血中濃度は先ほどの 44

μgよりも低くなるわけですね。 

排泄係数も、これは出にくいという方法で見ているわけですけれども、0.014 という値

は、１日に 1.4％分だけ出ていきますよということですが、それが 0.6％、0.0059 という

データもあるわけです。 

こういう計算でいいのかということもあって、ここでは薄く書いてあるのですけれども、

大まかに見て２倍と 2倍。つまり、安全を見るためには不確実性を２と２にしたらいいの

ではないだろうかということで、４をとることにいたしました。 

そうしますと、1.167を４で割ることになって、0.292μg/kgということになるわけです

ね。ところが、メチル水銀は、先ほど申し上げましたように、代謝が比較的ゆっくりして

いるので、毎日毎日の値を決めておかなくてもいいだろうという考え方もあって、これを

週に直します。つまり、毎日毎日これ以下でなければだめですよということでなくて、た

まに超えることがあっても、下がっても、１週間、本当は月でもいいのかもしれないんで

すけれども、１週間ぐらいでトータルして２を超えなければいいでしょうという数値でご

ざいます。この数値を耐容週間摂取量として出させていただいたということになるわけで

す。 

これを幾つかの評価機関のものと比べてみると、これはお手元の資料３にもあるかと思

いますけれども、スライドですと若干細かくて見にくいかもしれませんので、後ほどお手

元の資料３の８ページを見ていただければいいと思います。 

ＪＥＣＦＡ（ＦＡＯ/ＷＨＯ合同食品添加物専門家会議）という、ＦＡＯ（国連食糧農業

機関）とＷＨＯ（世界保健機関）とがつくった専門家の会議なんですけれども、そこでは

1.6 という耐容摂取量を出しています。これは我々とほとんど同じ考え方ですけれども、

出発点が若干違います。フェローの毛髪水銀濃度を 12ppmとし、セイシェルは 15.3ppm

として、その平均をとって、それで不確実性を 6.4 と見て、1.6 という数値を出しており

ます。 

このＪＥＣＦＡは、2003年に第 61回の会議を開いたときに、以前決めた 3.3という数
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値を改めてというか、妊婦さん用に考えて、1.6 という数字にしたわけです。私どもは同

じようなデータを使ったのですけれども、不確実係数が４ということで、結果的には、Ｊ

ＥＣＦＡよりも若干高い値になっております。 

ほかにも、ＥＰＡは結構小さい数字を出していたり、ただ、不確実係数が非常に大きい

ということでございます。ＡＴＳＤＲというアメリカの別な機関なんですけれども、同じ

国で３倍も違う値を出していたりするわけですね。ここは 2.0という、奇しくも私どもの

数値を同じようなものです。 

ＪＥＣＦＡとの違いは、先ほども申し上げましたように、主に不確実係数の問題なので

す。これはお手元の資料にありますから、後で見ていただくことにして、次のスライドに

してみてください。ＪＥＣＦＡがスタート点としたのは、1.5μg/kgbw/day という数値で

す。これはセイシェルとフェローの研究の平均値から計算したものですけれども、我々と

違って、12.3ppmとか 15.3ppmということで、この数値は私どもが計算した 1.167より

も若干大き目の数値になっています。 

しかし、ここで不確実係数が 6.4 なのです。２×3.2 だと彼らはいっているわけなんで

すけれども、２は、先ほど申し上げた毛髪の水銀と血中水銀の変動を２と見ますというこ

とです。3.2 は、先ほど、私どもの計算では排泄係数の不確実性を２と見ておいた方がい

いだろうと申し上げましたが、これを排泄係数だけとはいっていないのですけれども、代

謝の個体差として 3.2を使っているのです。 

なぜ 3.2なのかというと、不確実係数は伝統的に 10とか√10とかというのが使われて

いるのです。例えばヒトと動物の差は 10 とか、いろんな集団の中での個体差を見るとき

には 10である。ただし、そのときに感受性の差と代謝の差をそれぞれ√10ずつ、つまり、

3.2 ぐらいずつに分けられるのだという考え方をしています。これは、実際のデータの根

拠があるかというと、余りないように思われるのですが、伝統的に使われているというこ

とになります。 

ＪＥＣＦＡの場合には、√10を使って、3.2を当てはめたわけです。この 1.5から 6.4

で割って、１週間にすると、1.64ということになりますよということで、1.6というＪＥ

ＣＦＡの数値が出てきたということになります。 

私どもの方は、この 3.2 が２という若干小さい数値なので、2.0 という、逆に若干大き

目の値になるということです。 

ＪＥＣＦＡ自身が、レポートの最後の方で、今回の耐容週間摂取量は、感受性の一番高
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いサブグループ、つまり、胎児を守ることができる値だといっているわけですね。ところ

が、不確実係数についてはもう少し見直しをして、減らすことができるのではないかとい

うふうなこともいっています。さらに、魚は栄養のバランスのとれた重要な食事であると

いうこともあるので、そういうことを考えているわけで、彼ら自身も、不確実係数を減ら

せるのではなかろうかといっているということです。 

さて、そろそろ話も終わりなのですが、今回、耐容摂取量を出させていただいたのは、

ハイリスクグループは何かという諮問もあったわけですが、私どもは、胎児がハイリスク

グループと考えました。胎児というのは、要するに、お母さんのおなかの中に入ってある

程度育った、もう赤ちゃんの形をして、どんどん大きくなっている子供のことをいうわけ

ですけれども、それがハイリスクグループだということになります。 

ただし、胎児が食べ物を直接食べるわけではないですね。先ほど代謝の図でも出させて

いただいたように、お母さんが食べたものが血液の中に入り、その血液が胎盤を通り、赤

ちゃんの循環の方に行って、恐らく赤ちゃんの脳に行って、何か影響を及ぼすのかもしれ

ない。それを問題にしているわけですけれども、胎児が直接食べるわけではないのです。

ですから、ここで耐容摂取量の対象者としたのはお母さんというか、妊娠している妊婦さ

んですね。すべての女性が自分の妊娠を知っているかどうかという問題があるかもしれな

いので、妊娠をしている可能性のある方も含めていますが、基本的には、妊娠をしている

方が対象であるということになります。 

一般の男性であるとか、あるいは子供であっても、胎児でないもう生まれてきた子供と

か、あるいは女性であっても妊娠していない方は、この対象にはなっておりません。あく

までも胎児を守るための基準であって、そのために胎児を宿している妊婦さんが対象集団

ということになります。 

今までいろいろメチル水銀の影響の研究の話、余りできなかったのですけれども、それ

からどのようにしたかということなんですが、我々も、ＪＥＣＦＡと同じように、最後に

いろいろ考えたことがございます。 

１つは、メチル水銀の評価ということでやったのですけれども、今回の曝露のもとは主

に魚だったわけですが、魚の中には、いろんなものがあるわけです。例えば、すぐ思いつ

くのはいろんな不飽和脂肪酸です。これは体にいいものだと一般に考えられておりますし、

例えばセイシェルで、毛髪中の水銀濃度が高いお母さんから生まれた子供の方が、成績が

いいなどという検査もあるのです。それは恐らく不飽和脂肪酸、例えばＤＨＡのようなも
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のが胎児期にたくさん行った、そのためではないかということをいっている人たちもいま

す。 

もう一方で、ごくわずかでありますけれども、ＰＣＢであるとかダイオキシンなども含

まれています。フェローの研究を批判するグループは、メチル水銀よりも、むしろＰＣＢ

の影響の方が強いのではないか。北海は、そういう汚染が若干あるところだと考えられて

いるようですけれども、ＰＣＢ等の影響を考えないといけないのではないかということを

いっているグループもあります。 

今回は、私どもは、その辺のところは全然考えなかったというか、はっきりしたデータ

がないので考えられなかったということで、今後、ほかにもセレンであるとか、魚の中に

あるいろんな物質との交絡作用というのですけれども、実際に本当に影響を及ぼしている

一番強いものは何かということを、考え直さなければいけないこともあるのかなというふ

うには思っております。 

それから、研究としては比較的最近出てきたもので、メチル水銀が冠動脈疾患、心臓の

疾患をふやすのではなかろうかという研究報告が若干出てきています。ただ、ほとんどが

ある地域の限られた集団からの報告なので、これは現在のところ、評価するほどのことで

はないだろうと考えました。あと、我々の実感ともかけ離れてしまうわけですね。 

それから、今後の課題ということなのでいわせていただきますけれども、魚といったっ

て、私どもが評価したのは、メチル水銀の評価をしたわけですね。実際には、我々の食生

活の場合には、その８割以上、ほとんどが魚から来るわけですけれども、それを考えると、

どんな魚にどれぐらいメチル水銀が入っているのかというのは、皆さん方もお気になさる

点だろうと思うのです。それについては、やっぱり十分なサンプル数に基づいた、どうい

う魚にどの程度ある。これも幅が物すごくあるはずだと思うのです。ですから、そういう

十分な数がないと断定的なことはなかなかいえないだろうと思うのですけれども、そうい

ったデータベースが構築される必要が実際にはあるのかなというようなことを感じた次第

でございます。 

ちょうど１時間たちましたので、私の話をこれで終わらせていただきたいと思うのです

けれども、こういう話は、わかりやすくお話しするのはなかなか難しいなというのを感じ

ながら話させていたただきましたが、何とかご理解いただければと考えております。 

ご清聴どうもありがとうございました。（拍手） 
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○司会 佐藤先生、どうもありがとうございました。 

 いろいろご質問などもあろうかと存じますけれども、後ほどのパネルディスカッション

後の意見交換のときに、まとめてお願いしたいと存じます。 

それでは、ちょっと模様がえ等もございますので、今４時 12～13 分過ぎでございます

が、休憩をいただきまして、４時 30 分からパネルディスカッションをスタートしたいと

思いますので、その前にお席にお戻りください。よろしくお願いいたします。 

それでは、休憩に入ります。 

 

休  憩 

 

（４）パネルディスカッション及び会場参加者との意見交換 

○司会 お待たせいたしました。それでは、ただいまからパネルディスカッション、意見

交換に入りたいと存じます。 

 先に、壇上のパネルディスカッションのメンバーをご紹介いたします。 

 最初に、皆様方から向かって左側になりますが、今日のパネルディスカッション、意見

交換のコーディネーターは、食品安全委員会の中村靖彦委員でございます。 

 それから、パネリストといたしまして、お客様方から向かって右手側に並んでおります。

最初に、今ご講演いただきました食品安全委員会汚染物質専門調査会の佐藤洋座長でござ

います。 

 今日は、消費者の立場からご意見をいろいろ述べていただきます家庭栄養研究会副会長

の蓮尾隆子さんです。 

 水産関係の立場からご意見を述べていただきます全国漁業協同組合連合会の高浜彰さん

です。 

 食品安全委員会常勤委員の小泉直子委員にも加わっていただきます。 

 それでは、中村コーディネーター、よろしくお願いいたします。 

○中村 今、佐藤先生のお話を聞かれて、どんな感想をお持ちでございましたでしょうか。

ご専門の方は、非常にわかりやすい解説であったとおっしゃるかと思いますけれども、か

なり多くの方は、その途中、全部ではなくても部分的になかなか難しいところがあって、

そこを飛ばして結論のところを見たくなる、果たしてそう見てもいいのかなと思ったりし

て、お話を聞いておられたのではないかと思います。 
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 実は私もその１人でございまして、やはりこういった本当に専門的な分野は、努力して

もなかなか頭に入らない、入りにくいというところがございます。そこをなるべく皆さん

方からも率直に、わからないところはわからない、これは一体どういうわけでこうなるの

かということを率直にご意見を出していただいて、今日のリスクコミュニケーションを進

めていければと思います。 

 水銀というと公害、佐藤先生、冒頭おっしゃっておられましたけれども、水俣病などと

いうのを思い出す。ただ、私たち、簡単に水銀といいますけれども、今日ここにメチル水

銀と書いてありまして、一体メチル水銀てどういうものなのか。よく総水銀という言葉を

使いますけれども、そういうのと一体どういうふうに違うのかということもありまして、

要するに、わからないところが非常に多い。 

 今回のリスク評価は、厚生労働省が平成 15 年６月に出した「魚介類等に含まれるメチ

ル水銀に係る妊婦等を対象とした摂食に関する注意事項」という大変長たらしい注意事項

の見直しを検討するために、平成 16 年７月に私どもに評価依頼をされて行ったというも

のなのです。 

 で、水銀は魚から入るものが非常に多い。大体８割は魚から水銀が入る。けれども、一

般の人間にはどんな影響があるかというと、現状でほとんど心配はない。ただ、ハイリス

クグループ、ちょっと危険度の高いグループとして胎児で、その耐容摂取量という、これ

また、言葉で詰めていいますとちょっとかた苦しいのですけれども、人間が許容できる摂

取量というんですか、説明されています。その対象者は妊娠している方と、その可能性の

ある方ということが、大ざっぱにいいますと、その数値も入れて、先ほど佐藤先生がお話

をされたことだろうと思います。 

 このご説明を受けて、今日は、この壇上、佐藤先生を含めまして、４人の方々に壇に上

っていただいております。消費者の立場の方、漁業関係の立場の方、小泉さんは公衆衛生

学のご専門の方でございまして、いろんな説明を、佐藤さんと一緒にしていただくという

つもりでございます。 

 それで、さっき申し上げたように、会場の方々からもいろんなご意見をいただきたいと

思っておりまして、ひとわたり話し合いをした後で、途中になるかもしれませんが、なる

べくご意見をいただく。最後に回してしまいますと、どうも時間に追われて十分にご意見

を伺えないという心配もございますので、話し合いの半分ぐらいのところでできればご意

見を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 
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 それでは、まず壇上の方々にいろんなご意見あるいは疑問を述べていただいて、これを

また、皆さん方のご参考にしてほしいと思います。 

 まず、消費者のお立場から、蓮尾さんから、今回の評価の報告書をごらんになって、ど

んなご感想をお持ちになったか、どんな点に疑問を持たれたかというようなことをお話し

いただきたいと思います。 

 次に、漁業関係の方に参りますので、できれば５～６分でその部分をおまとめいただけ

ればと思います。 

 蓮尾さん、それではよろしくお願いをいたします。 

○蓮尾 私は、本当に純然たる消費者の立場から発言させていただいてよろしいのでしょ

うかということで、不安ながらお引き受けしたという経緯がありますので、確かにちょっ

と的外れな問題も指摘するかもわかりませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 私自身、今回のメチル水銀の評価を拝見しまして、一昨年の厚生労働省による注意事項

の公表は、ある意味では大変驚いたというのは実感として持っています。メチル水銀に消

費者が抱いている不安な点は、脳の神経発達に非常に感受性が高い、脳への健康影響を与

えることが明らかになっているというところが、消費者にとっては大変大きな不安の１つ

であるということです。環境由来の汚染化学物質はメチル水銀だけではなくて、ＰＣＢ、

カドミウムとか、ダイオキシンとか、そういったものが複合的に、今、環境の中に放出さ

れておりますので、今日はメチル水銀だけの評価に対する意見ということなんですけれど

も、消費者の持つ生活実感は、どうしても複合的な問題にとらわれるというのは否めない

ことではないだろうかと考えています。 

 脳への影響ということは、ある意味では、人間の行動（様々な事件）への影響を大きく

与えているのではないかということが心配されている。社会問題化しております。そうい

う中で、メチル水銀の胎児からの影響が明らかになっていますので、メチル水銀は、大変

不安な環境化学物質の１つであるととらえています。脳神経の発達の阻害は、人格形成に

も非常に大きく影響してくる問題があるであろうと思っておりますので、そういう意味で

も、消費者にとっては大変関心の高い化学汚染物質の１つととらえていただけたらと思い

ます。 

 専門調査会の評価を拝見しての意見なんですけれども、ハイリスクグループの耐容週間

摂取量が、今日は佐藤先生の非常に丁寧なご説明で、ようやく少しわかったのですけれど

も、ＪＥＣＦＡとの数値の違いにこだわりました。なぜ日本の場合、ＪＥＣＦＡよりも高
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い数値を選択したのであろうということに対しては、大変疑問に思っておりましたが、佐

藤先生のご説明で少しはわかったのですけれども、今聞いたお話ですので、まだまだ納得

できるというところまでいっておりません。 

 消費者にとりましては、例えばＪＥＣＦＡの数字と国内のリスク評価から出てきた数値

の違いをどう判断したらいいかということを消費者に求められても、これは大変判断に難

しい問題であるように思っています。こういうことをいうと非常に失礼になるかなという

気がしないでもないんですけれども、私たちの周りの消費者とか、ちょっとお知り合いの

脳神経学を専門にしていらっしゃる先生のお話などを伺いますと、やはりいろいろな見方

とか感想というかとらえ方がさまざまなんですね。 

 そういう中で、例えば今回のように国際的な基準値と国内基準に差があるものがリスク

評価として示されたときには、私たち国民に対してのリスクコミュニケーションをされる

前に、専門調査会等で出された審議の後でも結構なんですけれども、日本には、これを専

門に学んで、研究をされている先生たちもたくさんおいでになるのではないかと思います

ので、そういう方々に、学会などを通じて、いろいろなデータとか意見を上げてもらうと

いう段階が踏めないのだろうかということを感じていましたので、もし可能であればこれ

からほかにもいろいろな問題が発生してくると思いますので、そういうときに、いきなり

消費者のリスクコミュニケーションといわれても、本当に戸惑うことが多いものですから、

段階を踏む方法ができないだろうかということを提案したいなと思っています。 

 この数値の違いですけれども、私たち一般の消費者の感覚でとらえた場合に、やっぱり

民族的な遺伝的体質とか食習慣の違いとか、そういうものを考えて、不確実係数を設定す

る場合に、もう少し余裕を持たせた係数の数値が取り上げられないだろうかということを、

素人判断で考えましたので、また後で先生からご意見を伺わせていただければと思います。 

 ハイリスクグループは胎児だけでいいという佐藤先生のお話にもありましたけれども、

例えば小児、子供たちの場合、私どもの会も子供の食生活と健康ということをずっと続け

てやってまいりましたけれども、脳の機能とか未発達の血液－脳関門は、出生後も発達段

階にあると聞いています。成人に比較して感受性の高いことは明らかだということもいわ

れています。現時点、専門調査会が出された評価のところにも、データが少ない、評価が

困難ということが読み取れましたので、例えば感受性は高いものとして、小児、幼児の場

合は対応すべきではないかなと考えています。 

 小児、子供の体重当たりのエネルギー摂取量は、成人の２倍以上もあるとされています
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けれども、そうなると、体重当たりのメチル水銀の摂取量も成人の２倍を予想しておく必

要があるのではないかなとも考えています。そういう意味からも、小児もハイリスクグル

ープに分類するか、あるいは、小児に対する耐容週間摂取量を設定するべきではないだろ

うかと考えています。 

 できれば、一般の耐容週間摂取量なども細かく出されるといいと思っていますし、ある

研究をやっていらっしゃる先生の報告などによりますと、痴呆症とメチル水銀との関連も

資料として出されているということも目に触れたことがありますので、そういうことから

も、一般は全く問題なしということで片づけないで、そこら辺をはっきりさせた上で、メ

チル水銀を８割以上魚介類から摂取しているという今の現実の中で、魚を安心して食べる

ための情報提供に役立つリスク評価というものが生かされていったらいいんではないだろ

うかと思っております。 

○中村 ありがとうございました。 

 後ほど、今の疑問については佐藤さんにお答えいただきますが、それでは、漁業関係の

お立場からひとつお願いいたします。同じぐらいの時間で、できればもうちょっと短いぐ

らいの方がいいと思います。 

○高浜 全漁連の高浜と申します。 

 今回のリスク評価を見させていただいて、一番感じるところは、こういう疫学調査がな

されたのがフェローとセイシェルの２カ所のみ。フェローとセイシェルでは、先ほど佐藤

先生のお話も、写真も含めて、いろんな形でご紹介していただきましたけれども、魚介類

をということでいっても、食べている中身はやっぱり大分違うようだ。むしろセイシェル

の食生活というか、食べている魚については非常に近いものがあるのかなという感じで見

ておりました。さらにそういった中で、出ている結果も、セイシェルの方は全然関係性が

見出せないというような結果を受けて、そういった調査に基づいて今回の結果が出された

ということなんですが、そういう意味では、そのデータそのものもかなり違った結果が出

ているにもかかわらず、そういう結果であったんですけれども、そういうデータで、今回

のような結論を導き出されるのは、かなり難しいご判断をなさったんじゃないのかなと思

います。 

 むしろ、先ほどいいましたとおり、セイシェルで食べているものは日本人が食べている

ものに近い。しかも、日本の倍以上食べているという状況の中で、何も問題というか有意

性がなかったという結果を、私としては、冷静にとらえたいなと思います。 
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 もう１つは、今日いって、今日できることではないのは重々承知しておりますけれども、

できれば日本人を対象にした、日本人による独自のそういった調査研究が、今後のために

も必要だと考えます。そうすることによって、消費者の方々に対しても懇切丁寧な説明が

いろいろできるんではなかろうかなと思います。 

 日本人は、これまで魚を中心に食べてきて、そういった食生活をずっと送ってきている

わけですね。この後、説明があると思いますけれども、今話題にしている水銀は、ふだん

から自然の中に存在している水銀のことなんですね。それが食物連鎖の中で魚にも若干た

まっていって、それを人間が食べている。水銀は人がつくった化学物質で、それを人間が

垂れ流しているというようなイメージでしかとられないというか、そういうとられ方をす

るんですが、今般につきましては、そういったことを話題にしているのではなくて、自然

の中にあるごく微量なものを対象としている。これまでずっと魚介類を食べてきたその状

態は、最近、水銀が環境中に急にふえたとか、そういうことを背景にしているのではない

ということも、この後、話があると思いますけれども、そこはちゃんと冷静に受けとめて

おかなければいけないんではないかなと思います。 

 そういった中で、魚が健康にいいんだ、あるいはＤＨＡの働きは子供の脳にとっても非

常にいいんだということは、十数年前からこれまでずっといわれてきて、魚が体にいいん

だろうということについては広く知れ渡っていて、常識になりつつあるわけです。そのこ

とをちゃんと考えて、もし魚を食べないで違うものを食べたときに、もっと違う健康リス

クがまた生じるんじゃないかということもいろいろ考えながら、こういったことは受けと

めていかなければいけないんじゃないかなと思います。 

○中村 ありがとうございました。 

 それでは、小泉さんには、先ほど佐藤さんからいろんな専門的なお話を伺いましたけれ

ども、それに加えて、例えばこういうことを皆さんが知識として持っておられた方がよく

理解できるんではないかというような点、ちょっとポイントを置いてお話しいただければ

と思います。 

○小泉 私の方では、今回の資料の中に入っている季刊誌「食品安全」の後ろにも、メチ

ル水銀について、全般的な説明を申し上げております。それをかいつまんで、基本的なと

ころをお話ししたいと思います。 

 まず、水俣病とかいったような、いわゆる事故による高濃度汚染による曝露は、不幸に

して我が国で２度ほど発生いたしましたが、その研究が、日本を中心にして、メチル水銀

 26



の研究に随分寄与してまいりました。ある意味では、研究の発展に貢献した部分もござい

ます。 

 ＪＥＣＦＡでは、1973年に、我が国でのそういった中毒事故を基本にして決められてま

いりました。それは一般人に対してですが、今もそれに対して何度か見直しがされて、一

般人については今のままでいいだろう。しかし、数年前から、やはり胎児といったリスク

の高いものについて見直そうという指摘がなされて、今日に至っているわけです。 

 メチル水銀は、そういった事故によるものでなくて、我々が何千年前から魚を食べ始め

てからは、今おっしゃったように、自然界にあるものであるということ。我々の体の中に

でも、大体３～４mg蓄積されているんだということをご理解いただければと思います。 

 代謝に関しましては、メチル水銀は 100％近く、ほとんど腸管から吸収されます。では、

その後どうなるかといいますと、腸管から吸収されて、胆汁を介してまた腸管に出ていっ

て、便とともに大部分が出ていく。いわゆる代謝されるということなんです。 

 ですから、意見交換会に行くと、どんどんたまるのではないかとよく質問されますが、

座長からの説明もありましたように、ある一定状態で一定になる。そのことは、また後ほ

ど説明したいと思います。 

 もう１点、食物連鎖ですが、メチル水銀は、プランクトン、微生物によって合成されて、

その後、草食魚、肉食魚、大型肉食魚類、そういった中でどんどんと蓄積されて、数千倍

近くに濃縮される。それを食物連鎖と申しますが、そういう意味で、大型魚を食べるほど

メチル水銀を摂取する量が多いということになります。 

 もう１点は、移行ですが、胎盤というところは、本来トラップされて、胎児に行かない

ようにする１つの関門なのです。先ほどカドミウムがどうかとおっしゃいましたが、カド

ミウムは胎盤を介して胎児には行きません。新生児にもカドミウムはほとんど認められな

いのです。ところが、メチル水銀はそのままストレートに胎児に行きます。 

 もう１つ、人間には脳－血液関門ということで、そこの関門も脳に行かないような物質

がございます。人間にはそういった幾つかの関門があるのですが、今メチル水銀について

は胎盤を通過するんだということで、リスクの問題が出てきたということでございます。 

 以上です。 

○中村 ありがとうございました。 

 それでは、先ほど佐藤さんのお話と、これまでの国際的な数値とか、あるいは今まで日

本でとられてきた数値とか、これを単純化するといいますか、表にしてごらんいただいて、

 27



佐藤さんに、こういうことでいいのかどうかというのをちょっと見ていただきたいと思う

のです。 

 （パワーポイント映写） 

 実は、さっき水俣病などということをいいましたけれども、この上の高いところは水俣

病の危険のあるようなところであっても、今回議論しているのは、ずっと下の方の数値の

議論をしているんだということを、まず私たちは認識をしておくべきだろうと思います。 

 これで見ますと、日本人の平均摂取量は 8.1μg/dayで、その上にある数値が、今回、妊

婦あるいは妊娠している可能性のある人の耐容摂取量で 17.1。これを１週間に直しますと

２μg。さらに、その上に、1973年に厚生労働省が設けた暫定摂取量 24.3μgという数値

がございまして、これが週間に直すと 3.4ということになるわけですね。 

 このところが、余りにも狭いところにいろいろごちゃごちゃ入っておりましてわかりに

くいので、目盛りを少し広げて見てみますとわかりやすくなりますが、先ほどの8.1μg/day

は、魚介類から大体８割ぐらい入ってくる。繰り返しませんが、先ほどの 17.1 あるいは

24.3という数値は、ここに出てきている。17.1に対応する週間の体重の摂取量は２μgと

いうことになる。 

 上の方の赤い部分の議論をしているのではなくて、安全域から下のところを議論してい

るということを、まず認識しておく必要があるのではないかと思うのです。佐藤先生、こ

ういう非常に単純化した表なんですけれども、これでよろしゅうございますか。 

○佐藤 結構だと思います。ただ、これ、１日摂取量が人当たりであらわされていて、週

間摂取量が人からさらに体重で割っていますね。だから、数値としては若干小さく見えて

くるので、見にくいというか理解しにくいのかもしれませんが、これでよろしいかと思い

ます。 

○中村 それでは、小泉さん、さらに予備知識といいますか、別の角度からご説明をいた

だきたいと思うのです。 

○小泉 （パワーポイント映写） 

 座長が丁寧にご説明されたのですが、実態摂取量１日当たり 8.4μgは、現在の１０年間

の平均の実態摂取量でございます。これは 10 年間ほとんど変わっておりません。という

ことは、我々が魚からとるメチル水銀量は、10年間ほとんど一定であるということです。 

 ＪＥＣＦＡが出した 1.6を計算すると１日当たり 11.4。今回、妊婦さんで設定したのが

17.1 ということでございます。1973 年にＪＥＣＦＡがいろんな過去の事件等々から安全
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率を見込んで設定したのが 24.3という値でございます。 

 ここから向こうは中毒の問題ですが、最低発症量は250μg以上だろうということです。

中毒を起こすのは１日１mg以上毎日摂取すれば、中毒が起こるという量でございます。 

 いろんなところに行きますと、こういった有害物質を摂取するとどんどんたまって、い

つかは障害が出るんじゃないかといわれるので、これをちょっと示しました。これは先ほ

ど座長も丁寧にご説明なさいました。０から発しているのは本来おかしいのですが、例え

ば今いわれた教室の方のように全く肉ばかりであれば、ほとんど０に近い量ですが、それ

から毎日毎日魚を食べ始めるとしますと、半減期はヒトの場合、全身で 70 日となってお

ります。それの５倍というと 350 日、約１年たちますと、たとえ同じ量を食べていても、

一定量になる。 

 では、どこの点で一定量になるかというと、限界蓄積量、すなわち、厚生労働省が過去

10年間測定した値ですが、毎日毎日 8.4μgを食べ続けても、0.85mg以上は体に蓄積しな

いということを示しております。例えば妊婦さんの耐容摂取量 17.1μgをたとえずっとと

り続けても、1.72mgで頭打ちになるということを示しております。 

 今、我々が検討しているのは、この定常状態になった状態のメチル水銀の評価をしたと

いうことでございます。 

 以上です。 

○司会 ありがとうございました。 

 それでは、先ほど蓮尾さんと高浜さんに提起していただいた問題を、主として佐藤さん

にお答えしていただきたいと思いますけれども、蓮尾さんがおっしゃったのは、先ほど佐

藤さんも触れられましたけれども、ＪＥＣＦＡと日本との数値の違いについて、もうひと

つ納得しにくいというようなところですね。 

 それから、一般へのリスクコミュニケーションの前に、専門の学会とかそういうところ

でまずデータを示して、評価をしてもらうことも必要なのではないかというようなこと。 

 それから、不確実係数、もうちょっと余裕を持たせたとおっしゃいましたが、そういう

考え方はできないのか。 

 もう１つは、胎児だけでいいのかどうか。出生後も、脳は感受性が結構強いはずだ。大

人についても耐容摂取量は必要がないのか。 

 そういった４点、問題提起をされたんですけれども、佐藤さん、ひとつお願いします。 

○佐藤 蓮尾さんが抱かれた疑問は、ごもっともなのかなと思います。 
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 １つ、ＪＥＣＦＡより数値がなぜ高いのかということでございますけれども、先ほど最

後の方になったので、数字としては細かくご説明できなかったのですが、ＪＥＣＦＡのみ

ならず、例えばアメリカのＥＰＡ（米国環境保護庁）であれ、ＡＴＳＤＲ（米国健康福祉

省/有害物質・疾病登録局）であれ、あるいはほかの機関であれ、資料３に数字がすべて出

ているかと思いますけれども、耐容摂取量の計算の出発点となる値については、毛髪レベ

ルで申しますと、私どもの 11ppm が一番低くて、ＥＰＡは臍帯血濃度ですが、これを毛

髪中に直すと大体 12ppmに相当します。ＡＴＳＤＲというところは 15.3ですし、ＪＥＣ

ＦＡは 15.3と 12ppmの平均値をとって 14という数値にしておって、大体 11～15ppmく

らいの間に評価の出発点があることは事実なのです。恐らくその辺が、科学的に閾値とし

て考えていいところだろう。恐らく世界中の科学者がそう思っている。若干高い低いはご

ざいますけれども、せいぜい 11～15ppm 程度だろう。これは、ある意味では、評価とし

てはかなり一定しているというか、幅の狭い評価だろうと思います。 

 そこから何で違うのが出てくるかと申しますと、先ほどコーディネーターもおっしゃい

ましたけれども、やはり不確実係数あるいは安全係数をどう考えるのかというところだろ

うと思います。 

 私どもが考えたのは、先ほど申し上げましたように、データの不確実性はほとんどない

と考えていい。コンパートメントモデルのときのパラメータに幾つかの不確実があって、

それを４にしましたということだろうと思います。ＪＥＣＦＡはそれを 6.4にしていると

いうことで、出発点となる数値はほとんど一緒なんですけれども、不確実係数の考え方が

若干違って、アメリカの方のＥＰＡはアプリオリに 10 という数値でやっていますし、Ａ

ＴＳＤＲは 4.5という数値なので、何でそうなっているのかというのは、私どももいろい

ろ精査いたしましたけれども、私どもの専門調査会では、データの不確実性はほとんど考

えなくてよくて、コンパートメントモデルでのパラメータの不確実性だけを考えましょう

ということで４で、結果として、ＪＥＣＦＡよりも若干高目の値となったわけです。 

 ＪＥＣＦＡとの違いは、その不確実係数の部分でございますけれども、実は私どもの専

門調査会の中にも、ＪＥＣＦＡの会合に出ていた人たちもおりまして、やはり 3.2をアプ

リオリにとるのは問題ではないかという指摘もなさってきたそうですけれども、ＪＥＣＦ

Ａの議論ではそっちの方になって、私どもは、科学的に考えた場合には２×２でいいだろ

うということになった。そういう結果なのです。 

 それから、学会等でいわばもんでから消費者にリスコミをというのは、これも私にとっ
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てはありがたい提案でございます。ただ、こういうリスク評価が政府のこういう機関でな

されるものですから、先に学会でやっちゃうというわけにもいかないんですね。しかしな

がら、数値そのものの議論はしておりませんけれども、私どもの日本衛生学会では、この

春、こういった問題を取り扱う研究会をつくりまして、メチル水銀の問題についてもリス

ク評価、あるいはその評価をさらに評価するような議論はしております。これは大変あり

がたいご指摘で、今後、私どもの学会でも積極的に考えていきたいと考えております。 

 ３番目には、小児の問題、あるいはちょっと先走るかもしれませんけれども、乳児がな

ぜ含まれないのかというところを、話の中でできなかったもので、ちょっとご説明させて

いただきます。 

 やはり胎児が、リスクとしては一番高いハイリスクグループだということなんです。そ

れは胎児期に脳が築かれていく。脳はアーキテクチャー（構築）が問題なんですけれども、

それが築かれていくときとか、その後、成長発達しているときに、メチル水銀の曝露があ

るとぐあいが悪いということで、まず胎児が最大のハイリスクグループであるというのが、

第１点です。 

 乳児については、私どもも文献をいろいろ調査いたしましたけれども、母乳へのメチル

水銀の出ていき方は非常に少ないのです。ですから、乳児がお母さんのおっぱいを飲んで

育つとすると、この時期の感受性は、蓮尾さんご指摘のように、恐らく高い可能性は十分

あるんですけれども、曝露自身が低い。いわゆる粉ミルクみたいなものは、材料から考え

てメチル水銀が入っているとは到底思えませんので、曝露自身が物すごく低くなりますの

で、問題ないだろうと考えていたわけです。 

 もうちょっと大きくなって小児なんですけれども、確かに体重当たり食べる量は、小児

は大人よりも高うございます。ご指摘のとおりです。ただ、私どもが出しているのは、メ

チル水銀の耐容摂取量という形で出しておりまして、たくさん食べれば耐容摂取量を低く

しておかなければいけないという性質のものではないんですね。 

 もう１つ、先ほど乳児は高い可能性があると申し上げましたのは、脳の発達と同時に、

新生児の極めて早い時期にはメチル水銀の排泄が不十分だということは、動物実験や何か

でわかっております。ヒトの場合もそういうことが考えられるので、高いかもしれないと

申し上げたのですが、小児の場合には、大人と同じような排泄の機能もありますので、そ

ういう意味では、エネルギー消費量が高いからたくさん食べるというのはありますけれど

も、メチル水銀の耐容摂取量は食べる量とは直接関係ございませんので、入れなかったと
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いうことです。 

 一般の方々にはこれでいいのかということなんですけれども、今の普通の日本の食生活、

先ほどもご紹介いただきましたが、出ているのを見る限りでは、これでいいのかなと思っ

ていますし、ちょっと官僚的なお答えになっちゃうかもしれませんけれども、それは諮問

されていませんのでというのも１つございますし、それよりも何よりも、私どもとしては、

やはりハイリスクグループを胎児と決めたわけですから、それに対する耐容摂取量を出す

のが自分たちの責任だろうと考えました。 

 以上で、お答えよろしいでしょうか。 

○中村 蓮尾さん、よろしゅうございますか。今のお答えに対して、重ねて何かございま

したら。 

○蓮尾 ありがとうございました。 

 ただ、重ねて申し上げるようで申しわけないんですけれども、今日ここで話を聞いた人

たちは納得がいくかもしれませんが、大多数の消費者はそういう情報に触れる機会がなか

なかありません。政府からの情報提供も、そんなに細かく親切にはされていませんので、

食品安全委員会の任務ではないと思いますが、もしできればリスク管理機関の方へぜひ勧

告を。保健センターとかそういったところで消費者に直接触れる、携わる仕事をしていら

っしゃる方に、十分な説明をしていただきたいということを切にお願いしたいと思います。 

 先ほどの子供の体重当たり食べる量の問題なんですけれども、今、子供たちの食生活を

見ておりますと、非常に偏った食事をしています。特に魚の健康に与える有効性が、食生

活指針とか国民栄養摂取量基準が今度出ましたけれども、そこで、魚を食べようというこ

とが提案されてきたときに、今の若いお母さんたちはどのような魚の与え方をするかとい

うと、料理ができない。だから、マグロがいいということなら、マグロを与える。加熱し

ないで生で簡単に食べられるからということで、魚といったらマグロだけを与えていると

いうような母親たちを身近にたくさん知っています。そういった意味からいうと、魚とし

てマグロを摂取している量は、体重当たり考えられないほど多いということだってあり得

るということを、マグロを対象に含めるかということを論議する際にはどこかで実態調査

を通じて把握しておく必要があるのではないだろうかと思います。 

 ありがとうございました。 

○中村 今の日本人の、階層ごとにどんな食生活かということとちょっと関係するんです

けれども、先ほど高浜さんがおっしゃったのは、セイシェルとフェローのデータを聞いた
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けれども、日本人に近いのはセイシェルの食習慣ではないか。セイシェルとフェローがあ

るんだけれども、できれば日本人を対象にした調査研究に基づいて、健康への影響評価が

できないんだろうかというようなことをおっしゃったわけです。 

 佐藤さん、この辺はどうなんでしょうか。 

○佐藤 ご指摘のように、フェローとセイシェルでは魚の食べ方が違います。フェローは、

先ほどご紹介申し上げましたように歯クジラですから、クジラのメチル水銀は結構高い。

それを時々食べるわけですね。ですから、曝露としては急に曝露があって、その後、なく

て、また高くなるということです。それに対して、セイシェルは、高浜さんのご指摘のよ

うに、日本人が普通食べているような魚で、メチル水銀の濃度としては低いんだけれども、

量をたくさん食べる。毛髪レベルで申し上げますと、日本人の毛髪の水銀の平均値が大体

２～３ppm でございます。セイシェルの調査の対象になったお母さん方が、６ppm を超

える程度なんですね。ですから、もし魚のメチル水銀濃度が一緒だとすれば、倍もしくは

もうちょっと食べているのかもしれない。 

 そういうところの結果だけをとってもよかったのかもしれません。アメリカのＡＴＳＤ

Ｒという機関では、確かにそういうところをとって、実は奇しくも私どもと同じ２という

数字を出しております。ただ、我々としては、フェローの曝露に、我々の食べ方と若干違

うところがあるのではないかということは思ったんですけれども、ポジティブというか、

メチル水銀の影響がありとしている研究を無視することはできなかったのです。その論理

を構築することはやはり難しくて、そういう２つの研究を吟味してみた結果、先ほどお話

ししたように、ＢＭＤＬという数値をとって、その平均値をとるという考え方をいたしま

した。 

 これは、評価機関がどういうふうに考えるのかということになるのかなと思いますけれ

ども、私どもとしては、最大限科学的な立場で２つの研究を吟味させていただいたと考え

ております。 

 日本人を対象にした研究が必要なのではないかということは、おっしゃるとおりだろう

と思います。セイシェルがいかに日本と同じような魚の食べ方をしているといっても、エ

スニックバックグラウンドと申しますが、やはり民族は違っておりますし、文化も違って

おるわけですね。そういう意味では、日本人の研究があって、日本での評価ができるとい

うのが一番いいことだと思います。 

 しかしながら、残念ながら、今、評価に堪える研究はございません。と申しますのは、
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フェローもセイシェルも、先ほど申し上げましたように、1980年代の後半ぐらいから研究

を始めて、結果が出てきたのが 10 年くらいたってからなのです。セイシェルは、子供が

小さいときの結果を多少出しておりますので、もうちょっと早かったかと思うんですけれ

ども、この手の胎児期曝露の影響は、最低でも５年から 10 年はかかるということです。

２つの地域では、まだ研究が行われています。実際には、人手もお金も物すごくかかって

いる研究だろうと思います。 

 日本でも、実は私のところで似たような研究を始めさせていただいてはおるんですけれ

ども、評価に値するような研究結果を出すまでには、まだ何年かかかります。研究結果が

出れば、また評価するというようなことにもなるのかもしれませんけれども、現在のとこ

ろは、そういう研究結果がなかったということでご理解いただきたいと思います。 

○中村 やはり研究期間が長くなればなるほど、予算的な裏づけも必要になるということ

なんでしょうね。わかりました。 

 それと、先ほど胎児のことをハイリスクグループといわれて、もう１つ、耐容摂取量の

対象者、妊娠している方はもちろん、妊娠の可能性ある方。可能性ある方というのが、私

なんかも伺っていて、やや漠然とした印象があったんですけれども、この辺のところはど

うでしょうか。小泉さん、ちょっと説明していただけますか。 

○小泉 妊娠している方、要するに、メチル水銀は胎盤を通過するので、胎盤ができ上が

るのが大体４カ月末ぐらいですね。そうすると、その後、胎児がどんどん発育するに従っ

て、恐らくお母さんから胎児へ行く血液量、養分はふえるだろう。そのときにメチル水銀

も大量曝露するんではないかと私は考えています。 

 妊娠がわかるのが２カ月後半ぐらいですね。そうすると、その時点ですぐにやめれば、

胎盤ができ上がるまでに何とかメチル水銀は減らせるのではないかと思います。妊娠の可

能性がある方を表現するのに専門調査会でも随分悩んで、可能性というとすべて、ある委

員は、45までできるんじゃないかとか、そういった話も出てまいりまして、言葉の使い方

に苦慮いたしまして、今回のような結果を出したわけなんです。 

○中村 佐藤さん、そういう実情ですか。 

○佐藤 そういうことで、小泉先生がおっしゃっていただいたとおりです。ですから、私

どもとしては、生物学的に、妊婦さんというか妊娠している方と決めたかったんですけれ

ども、実際にはそれをお気づきにならない方もいらっしゃったりするということで、いろ

いろ議論をしたわけでございます。 
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○中村 わかりました。 

 

 

○中村 今、主な項目については、ひとわたり疑問とお答えをいただいたと思うんですけ

れども、会場の方から、今までのお話に関連しても結構ですし、全く新しい疑問でも結構

でございますので、ご意見、ご質問をいただきたいと思います。 

 ご質問の場合は、所属とお名前をおっしゃってから、もしどなたかに直接ご質問したい

ということであれば、そのお名前もおっしゃってください。 

○塚田 今日はありがとうございます。江戸川区江戸川保健所生活衛生課で食品衛生監視

員をやっております塚田と申します。今日、こういった場にお招きいただきましてありが

とうございました。 

 リスク評価それ自体は、やはり私の仕事をしていますと、当然こういったことがマスコ

ミ等に出てきますと、最初に消費者の方からご質問が来るところですので、今日来て非常

によかったとは思うんですが、やはりこういうものを出していただくときに、最後に佐藤

先生の方でも触れられていましたが、結局、消費者の方は、今は日本人はまだゼロリスク

を求めているような状態ですので、どういう魚をどれだけ食べても平気なのか。前回出た

ときには、キンメダイですとか、マグロですとか、ああいったものの値が下がったりとい

う一種の風評被害のようなものもまだ出る状態ですので、やはり魚種のデータですとか、

こういう魚をこれだけだったら、これぐらいのリスクですよということもあわせて出して

いただければ大変ありがたい。 

 それと、最近、個人的に１つ気になりますのは、魚油の加工品の健康食品で、例えばサ

メ等の肝油ですとか、ＤＨＡ、ＥＰＡその他、子供に飲ませるための頭がよくなる健康ド

リンクということで、ＤＨＡの加工品等がドリンク剤としても出ていて、通常とは違う魚

の栄養成分を摂取するようなことも出ているんです。魚油ですとかそういったものを加工

する際に、ＰＣＢ等ほかのものもあるかとは思って、今回はメチル水銀だけのお話だと思

うんですが、ああいった魚油の加工品等はメチル水銀が移行して濃縮したりするものなの

か、もし今ある程度おわかりになるのであれば教えていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○中村 はい、わかりました。ありがとうございました。 

 ２つありまして、どんな魚をどれだけ食べればといったリスクも知りたいということ。
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もう１つは、健康食品の魚油ですね。サメからとった肝油とか、これにメチル水銀は移行

しないのかということです。 

 まず、最初の分についてお答えいただきますが、この後、厚生労働省が実際に魚との関

係を多分リスクコミュニケーションでおやりになると思います。それはそれとして、その

ことも一応頭に置いた上で、佐藤さん、今の２つの問題ですけれども、よろしいですか。 

○佐藤 どの魚は安全かというか、要するに、どういう食べ方をしたらいいかという話だ

ろうと思うんですね。それは、先ほど私申し上げましたように、魚種ごとの水銀のデータ

ベースが構築されて、もう１つでは、例えば関東地方ではこういう魚をこれぐらい食べて

いるんだということがあれば、結構きちっとした数字というか、モデルみたいな形で出せ

るんだろうと思います。 

 ただ、現在の考え方は、食品安全委員会としては、リスクの評価をするということで、

先ほどコーディネーターがおっしゃいましたけれども、マネジメントは別だという理解を

しておりまして、私どもの専門調査会がそこまでやるのかなという感じはしております。

むしろサイエンティフィックな評価をきっちりする方が大事なんだろうなと思っておりま

す。 

 もう１つの魚油はどうかということなんですけれども、これは私自身もきちっとしたデ

ータを持っていないので、何ともお答えしようがないのですが、メチル水銀そのものは脂

溶性なんですけれども、体内にあるときは、アミノ酸であるとか、あるいはたんぱくであ

るとか、結構いろんなものとくっついているのです。魚油をつくるときのプロセスで、そ

れがどこかへ出てくるかというのは、余りないのではないかなという気はするのですけれ

ども、これは想像なので、ちゃんとしたお答えになっていないだろうと思います。もし水

産関係者で、油をとるときにどうしているかというようなことから推測される方がいらっ

しゃれば、そちらの方のお話を伺った方がいいのかもしれません。 

 以上です。 

○中村 ありがとうございました。 

 今、佐藤さんがおっしゃって、どなかた水産関係の製造業の方で、ご自分の体験でどう

だという方はいらっしゃいますか。特に今日はいらっしゃいませんか。 

 それは、今ぐらいのお答えにしていただいて、ほかにございますか。どうぞ。 

○増田 生活協同組合神奈川ゆめコープの理事の増田と申します。 

 今日は、いろいろ詳しくお聞かせいただきましたので、いろいろよくわかりました。２
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年前に厚生労働省が発表したときに、組合員が若い人が多いです。30代の方が多いもので

すから、すぐに反応いたしまして、返品が非常に来ました。そういう意味で、今日、前の

方も伺ったんですけれども、耐容週間摂取量２μgですね。 

 例えばイギリスの方ですと、評価のところで 1.6と出ていまして、そのころですが、妊

婦の方には１週間にツナ缶を２缶以内とか、そういうふうに広報されたという報道も見ま

した。 

 今、日本でこれを発表したら、先ほどは、食べ方まではリスク評価ではないとおっしゃ

ったけれども、妊婦の方はどのくらいの量になるのかなということが、普通の人間の関心

としてはあるわけなんです。 

 また、先ほどもマネジメント上では違うんだとおっしゃったんですけれども、厚生労働

省はこういうリスク評価が出たということを、これからのところの質問になっちゃうかも

しれないんですけれども、どういうふうに発表していくのかというところに非常に興味が

あります。どうしても組合員がすぐ反応してきますので、そのあたり、どのような発表を

するのかということをお聞かせいただきたい。ここでは、先生は答えられないと思います。 

 それから、先ほど高浜さんが、自然界にある水銀ということをおっしゃっていたんです

けれども、世界環境計画のところでは、化石燃料を燃やしたときに水銀も発生するという

意味では、フロンと同じように規制をしていく必要があるということも報道がされており

ますので、ただ自然界にあるだけの水銀ではないと私は考えております。そのことも含め

て、量的には多くなっているものだと考えています。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○中村 ありがとうございました。 

 どんな魚をどれだけというのは、先ほど佐藤さんにはお話しいただいたので、これは繰

り返しになりますのでちょっと避けて、どなたか、この数値を受け取って、この先、どん

なふうにリスクコミュニケーションをやっていくのか、今具体的にどうとはいえないけれ

ども、そういうことはお話しできませんか。では、事務局の西郷さんにちょっと説明をし

てもらいましょう。 

○西郷 食品安全委員会の事務局でございます。 

 具体的なことがないと議論ができないというふうなことかと思いますけれども、参考に

厚生労働省からの評価の依頼書をつけております。私ども聞いている範囲では、今ご意見

をいただいている最中でございますけれども、皆様のご意見によって、佐藤先生初め、も
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う一度この評価をご検討いただいて、その後、食品安全委員会でこういうことでお返しし

ようということで評価結果を厚生労働省にお返しした後、今度は厚生労働省としては、２

年前にはメチル水銀の注意事項が出たわけでございますけれども、あれを見直されるため

に、また厚生労働省は厚生労働省の専門家の方々で、どんなふうなことをしたり、あるい

は実際に食べ方はどうなっているのかと多分検討されるのだと思うのです。そういったこ

とを踏まえた上でのご指導が出てくるというふうになっていくのではないかと思っており

ます。 

 ただ、どの魚がどうだという話については、先ほど佐藤先生もおっしゃいましたように、

データの問題がございますから、そういった点での整理も管理官庁、厚生労働省あるいは

農林水産省などの協力もあって、進んでいくのではないかと思っております。実際どの魚

がどの程度ということについては、私ども持ち合わせておりませんのでお答えできないの

でございますが、今後、そういった作業が管理官庁の専門家の中で行われていくことにな

るのではないかと考えております。 

○中村 高浜さん、水産関係の立場でお考えになると、確かにリスクについてももちろん

慎重に考えなければいけないけれども、やっぱり魚が持つ栄養的な価値とか、よさという

か、こういう面をもうちょっと強調したいというお気持ちなんじゃないんですか。 

○高浜 今回の評価結果の際にも、魚の健康面での優位性というところももっと強調して

いただきたいと思いましたし、これから厚生労働省が公表されていくのでしょうけれども、

いろんな誤解が生じないように、せっかく魚の優位性を皆さん認めておられるところなの

で、そこは冷静にちゃんと受けとめられるような公表の仕方を、今後していただきたいと

思います。 

○中村 ということでございますが、では、手が随分挙がったのでマイクを前の方へ。 

○佐藤 ちょっとその前によろしいですか。先ほどのご質問で、魚がどれくらいというの

があったんですけれども、数字の上ですが、0.3ppm のメチル水銀を含んでいる魚、これ

は今の日本の暫定基準の一番高いところです。この基準を超えたら多分市場に出してはい

けないということだと思うんだけれども、もしその数値の魚を食べたとしたら、2.0μgの

耐容週間摂取量にすれば、体重 60kgとして、１人が１週間当たり 402gまで食べていいと

いうことになります。国民栄養調査だと、魚を食べる量は 80g ぐらいですか、100g 以下

だと思うんですけれども、１日１回だと超えてしまうかもしれませんけれども、週に４～

５回ぐらいだったら全然問題ないというか、その数値内におさまるというレベルの話だと
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ご理解いただければと思います。 

 0.3 というのは一番高目に見積もった数値ですから、実際には、食べている魚は平均的

にもっと低いわけですから、もっと食べて大丈夫だということになろうかと思います。 

○中村 大丈夫だということですね。 

○佐藤 今のは基準の一番高いところで仮に計算した話です。話が具体的にならなくて、

数値だけで申しわけないのですけれども、2.0 はそういう意味合いを持っているのだろう

と思います。 

○中村 それでは、お待たせしました。お隣の方もそうでしたね。時間の節約のために、

ご質問を次に一緒に伺います。 

○原 日本生協連の原と申します。 

 今、佐藤先生のおっしゃったこと、ちょっと気にかかったのですが、0.3 の魚は規制対

象の魚種についてのお話で、今問題になっている余り食べ過ぎないようにしましょうと、

これから食品安全委員会あるいは厚生労働省がいわんとしている魚は、規制対象外の魚じ

ゃないかと思いますので、そこのところをきちんと受けとめていただければと思います。 

 蓮尾さんにご発言いただいている内容で、私ども、大体同じ意見なんですけれども、１

つは、ＪＥＣＦＡで設定している不確実係数が、今回日本で検討された毛髪と血液との変

動幅と排泄係数の変動幅だけで、個体差の評価は本当にいいのだろうかということで、念

のため、トキシコキネティクスの 3.2を不確実係数にしたという趣旨なんじゃないかなと

思いますので、そこのところを、ＪＥＣＦＡが間違っているとまではおっしゃっていない

と思うのですが、それ以外の変動幅を本当に考慮しなくていいのかということをご検討い

ただきたい。 

 例えばニュージーランドの報告、今回は数が少ないとかいろいろな理由で結局取り上げ

られなかったですけれども、ニュージーランドの研究では、民族差なり、あるいは食生活

の違い等があって、データのばらつきが大きかった。それは民族間のばらつきみたいなも

のが実際にはあるんじゃないかということを示している結果だと思いますので、セイシェ

ルやフェローの結果だけから、ほかの民族にも全部それを同じようなものだろうと不確実

係数１で拡大していいのかどうかというのは疑問があります。ＪＥＣＦＡのほかの国がほ

とんどそれを支持している中で、日本だけ緩くてもいいんだということをいう根拠は、も

う少しはっきり検討していただいた上で出していただきたいなと思います。 

 小児についてですが、確かに排泄は大人と同じように行われるとは思うのですが、先ほ
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ど蓮尾さんがおっしゃっていたように、たくさん食べる子供もいるかもしれませんし、や

はり脳が発達段階にあることは確かだと思いますので、そういったグループに対しては、

一般以上に食べ過ぎには注意をするように、注意を喚起していただいた方がいいのではな

いかと思います。 

 そういう意味では、ＰＴＷＩを、今回はハイリスクグループということでリスクの一番

高いグループについて検討されたということだとは思うのですが、小児について、現時点

でとられているＰＴＷＩでいいのかどうかということを評価した上で、決定していただき

たい。データが少なくて評価ができないということは承知はしておりますけれども、安易

にハイリスクグループと受け取る必要はないんじゃないかというのを、より感受性の高い

胎児と比較することによって、それほど考慮する必要はないだろうということではなくて、

一般人と比較してハイリスクであることは、データも少ないし、考慮すべきではないかと

いうふうに、慎重に評価すべきではないかと思います。 

○中村 質問も答えも簡潔にいきましょう。会場が６時で終わりですので。では、どうぞ。 

○有田 主婦連合会の有田と申します。 

 以前、２年前のときには、全国消費者団体連絡会の事務局をしておりまして、私も、今、

日生協の原さんがおっしゃったのとほとんど同じです。蓮尾さんがおっしゃった中身でい

えば、先ほどイギリスの例も出されましたけれども、当時、キンメダイで情報が出たとき

にやはり問い合わせがありまして、イギリスの状況なども調べましたが、健康にいいとい

うことでマグロ缶ばかり食べるので、イギリスの政府は、食べ方について指導を始めたと

いう情報でした。 

 それに、またプラスなんですが、そういう状況の中で、やはり今日の佐藤先生のお話は、

私は非常にわかりやすくて、大変参考になりました。単純にゼロリスクを、蓮尾さんも壇

上にいらっしゃるのですが、消費者の代表としておっしゃったので、本当は違う理解をさ

れているところもありながら、全体のご意見をおっしゃったんだというふうには理解して

おりますけれども、やはり乳幼児についてはもう少し配慮した形でもよろしいんじゃない

かと私も思いました。 

○中村 佐藤さんなり、蓮尾さんなり、小泉さんなり、先ほど大分お答えをいただきまし

たけれども、もし今のご質問に関連して、さらに触れていただくところがあれば。 

○佐藤 先ほどの不確実係数のことなんですけれども、あれしか考えなかったということ

ではなくて、ほかのパラメータについてもいろいろ考えたんですけれども、バライアビリ
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ティー（変動）をほとんど考えなくてもいいだろう。あるいはデータがないから、結局、

不確実係数の中に取り込むこと自身が難しいということで、結局、あの２つに代表させた

ということで、決してほかのところが全部ぴたっと決まっているというふうに申し上げて

いるわけではありませんけれども、４という数字も、２つの係数の中だけでは若干大き目

にとっていることはとっていると私は理解しています。追加です。 

○中村 今お話の中で、乳幼児ですけれども、胎児と比較するのもいいけれども、大人と

比較すれば、感受性とか何かの面でやはり高いということで、その辺はもう少し精査をさ

れたらよかったのではないかというご質問があったと思うんですけれども、その辺はどう

なんですか。 

○佐藤 それは確かにおっしゃることはわかりますけれども、小児期から始まった曝露の

データはほとんどないんですね。そういう意味では、評価をするのは非常に難しいという

ことと、動物実験ですと、生後からの曝露は影響が余り出ていないのです。影響が出てい

るデータがほとんどないということで、やっぱり評価のしようがなかったと申し上げるし

かないのです。決して小児はいいやと無視したわけではないんですけれども。 

○中村 今、原さんがおっしゃったニュージーランドの調査の結果は、データとしては、

使いにくいものだったのですか。 

○佐藤 そうですね。ばらつきが結構大きいデータと、たしか英語のレポートでは、イン

フルエンシャルポイントとかいっていたかと思うのですけれども、１人の人の結果を入れ

るか入れないかでかなり大きな違いが出てしまうということがあって、ちょっと使いにく

いデータだったと思います。 

 民族差がどうのこうのとおっしゃっていた話ですが、ニュージーランドは、要するに、

いろんな人が住んでいるんですね。特にマオリという昔から住まれていた方たちが含まれ

たデータなのです。民族差が大きかったというのは相対的な問題でして、統計学的な分析

をしていく中で、メチル水銀の影響も見えたけれども、そっちよりもむしろ民族差の方が

大きかった。この場合の民族差というのは、恐らく家庭環境とか文化とかの差になってき

て、こういう検査ではその差が出てくる。むしろそれをコントロールしながら結果を出す

ということだろうと思います。メチル水銀の影響に比べて、相対的に民族差が大きかった。

そういう結果だと理解しております。 

○中村 それでは、その真ん中ぐらいの方です。 

○木野村 千葉から参りましたＮＧＯをやっております木野村と申します。時間がないの
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で簡単に項目別にやります。 

 まず、先生のお話、非常にありがとうございました。かえって心配になっちゃったのは、

マグロが食べられないなと。私、マグロが大好きで、特に動脈硬化の系統があるものです

から、肉質の脂肪分は差し控えて、薬ばかり飲んでいるんですけれども、先ほどの信頼度

で 95％というと、全部が正規分布だろうと思うんですけれども、私は残りの５％の危険率

の中に入っているのかなと。これもそう長生きできるわけじゃないからしようがないです

けれども、日本人の食文化の性格としまして、やはりゼロリスクというのを方々でいって

いますね。要するに、ＢＳＥにしてもそうだし、農薬にしてもそうだし、遺伝子組み換え

にしてもそうだし、すべてゼロリスクをあれしてやっておりますけれども、それもやっぱ

り５％の中だとお考えなのかどうか。 

 それから、先ほどの 0.3ppmも、それを聞いて安心したような、かえって不安のような

感じがするんですけれども、その辺、いかがでしょうか。 

 先ほど排泄物の関係で、ほとんどが排泄されるといいましたけれども、自然界の海水と

いっても、循環社会で川から流れてくる産業界からの汚水が、赤潮、青潮のうちはいいけ

れども、日本も４～５年前に、例の排泄物の海中投棄をやめましたけれども、あれはまだ

魚のえさになっているんじゃないですか。そうすると、そういった自然界というものを広

く考えたときに、人工的な水銀だけじゃなくて、時間がないからやめますけれども、私、

そこら辺が心配になってきました。いいお答えをいただければありがたいと思います。 

○中村 マグロのことは、私もマグロは好きですけれども、まだ具体的に数値が出ている

わけでもないし、これは当然また次の機会ということになるだろうと思いますが、ゼロリ

スクの問題はどなたかどうですか。小泉さん、どうですか。 

○小泉 ゼロリスクの問題をいい出すと、これは切りがありませんし、すべてにリスクが

あるんだという考えを持ってほしいとは思いましても、それはそれぞれ皆さん方の考えが

ありますから、どういうふうにお答えしていいかわからないと思います。 

 今、環境中の水銀の話をされたように思うんです。燃えて出ていくとか、そんなことを

女性の方が心配されていたのですが、まず、水銀には幾つか種類がある。今申し上げてい

るのはいわゆる有機水銀であって、それは腸管吸収率も高いのですが、我々、体温計に入

っていた金属水銀とか、その他無機水銀とか、いろいろ種類があります。無機水銀は数％

しか腸管から吸収されませんので、危険性はメチル水銀に比べて非常に低いんだというこ

とも、ご理解しておいていただければと思います。 
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 昔はよく体温計の金属水銀を子供が飲み込んで、水俣病になるんじゃないかというよう

なことを考える方もおられて、教室に飛び込んでこられることがありましたが、そういう

ことはないんだ、そのうちにおしりから出ますよというようなアドバイスをした覚えがあ

ります。 

○中村 高浜さん、今は排泄物、汚物の海洋投棄は、実際には行われていないんですよね。

潜りであれですか。（笑） 

○高浜 でも、それはやっちゃいけないんですよね。全部各家庭で処理しているか、ある

いは公共下水道なり集落排水で処理しているはずです。 

○中村 ただ、循環というのは確かにおっしゃるように、まず海を汚さないということが

基本ですね。 

 では、こちらの２人、続いてご質問をしてください。 

○及川 大洋エーアンドエフ、水産会社に勤めております及川と申します。 

 今まで大体消費者関係の方のご発言が多かったようなんですが、我々は魚をとって、売

っている立場として、やはり魚の安全ももちろん非常に大事なことだと思いますが、１つ

のきっかけから魚は非常に危ないんじゃないかとか、そういう話が出るのが、それを職業

としておりますので、それが最も恐ろしいというのが率直な気持ちです。 

 質問なんですが、今までＪＥＣＦＡ、国連関係でメチル水銀のいろいろな数値、各国で

勧告みたいなものが出されているようですが、それを見ますと、アメリカ、ニュージーラ

ンド、英国、オーストラリア、いわゆる魚食が余りメインでない国で出されているのかな

という感じがします。例えば魚食の非常に多いスペインですとか、イタリアですとか、そ

の他先進国で魚食の多い国で、同様の話が出ているものなのか、ご存じでしたらお聞きし

たいと思います。 

 以上です。 

○中村 ありがとうございました。 

 それでは、その前の女性の方、お待たせしました。 

○男性 私も、マグロ業界の者でございます。生産者の立場から、この問題について。 

 やはり消費者の皆様に安心して食べていただきたいという気持ちがございますので、水

銀について、この１年ほどずっと関心を持って見てまいりました。やはり日本人は魚食民

族で、古来、魚を食べて生活してきて、特に問題がなかったと理解しております。その実

感と、水銀問題でいろいろいわれることがどうもずれている。それで、専門家の方々にも
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ちょっと聞いてみたんですけれども、今までの安全基準を今回変えられた。妊婦さんを通

じて胎児のリスクを回避するための基準だと思うんですけれども、つまり、今までどのよ

うなリスクがあって、今回、今までの基準をこのように変えることによって、それがどの

ように解決されるのか。国際的な基準がどうのというより、やはり私は、この水銀問題は、

日本が率先してリーダーとして対応していっていいんじゃないかと考えております。です

から、今回、２μg という数字を出された。そのことによって、リスクをどのように軽減

できるとお考えなのか、そこが一番ポイントなのではないかと思いますので、専門家の先

生のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○中村 最初は、スペイン、イタリアで、こんなふうなことが議論になっているのかとい

うことですが、何かご存じであれば……。 

○佐藤 スペインは確かに魚を食べるんでしょうけれども、魚そのものの議論は聞いたこ

とないです。スペインでは、私の知り合いの水銀の研究者はいないので、スペインの方は

余り関心ないのかもしれませんけれども、よくわかりません。 

 それから、魚の話にちょっと集中し過ぎちゃっているような気がするんですけれども、

私どもが評価させていただいたのは、あくまでもメチル水銀ということなのです。「魚介類

に含まれる」と書いてあって、諮問のときからそういうふうに書いてあるんですけれども、

私ども専門調査会で議論したのは、魚の中のメチル水銀であろうが、肉の中にはほとんど

ないんですけれども、症例報告を見ておりますと、その前にイラクで起きたことは、小麦

の種子消毒をメチル水銀でしたために、大規模なメチル水銀中毒が 1970年、71年にかけ

て発生したわけです。そのように種子消毒をしたものを例えば豚に間違って与えて、その

豚が斃死して、豚肉を食べたためにメチル水銀中毒にかかったという症例報告もございま

す。 

 ですから、食品の媒体が問題なのではなくて、メチル水銀自身が問題なんだということ

はご理解いただきたいと思います。たまたま今の食べ方だと、先ほど来、話が出ているよ

うに、今のところ８割くらいが魚介類ですけれども、フェローの場合ですと、クジラは魚

介類なのかどうかあれですけれども、とにかく哺乳類は哺乳類ですね。ですから、そうい

う食品の媒体が問題なのではなくて、メチル水銀そのものを評価させていただいたんだと

いうことはご理解いただきたいと思います。 

○中村 それと、今、女性の方がおっしゃった、国際的な比較というよりも国内の比較で、

２μg云々がどうなのか。これも簡単にちょっと。 
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○佐藤 どうして妊婦さんというか胎児がハイリスクグループであるかというのは、結局、

20年以上の研究の歴史から出てきたわけですね。その前には、直観的には、胎児性水俣病

のときに理解されたことだと思うんですけれども、本当にそういうリスクが胎児に高いよ

というのは、先ほどちょっと申し上げたイラクの大規模なメチル水銀中毒の解析結果から

出てきたことだと思います。 

 そういうことで、胎児を守るために何か別な基準が必要であろうかというのは、世界の

潮流だろうと思うし、科学の進歩に伴ってこういうリスク評価のスタンスが変わるのは、

当然な話だろうと私は思っております。 

 どのようなリスクが回避されるかということなんですけれども、リスクの回避というの

は多分リスクマネジメントの部類に属することだろうと思いますが、私どものざっとした

感じとすると、2.0 という数字は、先ほど来出ていますように、ほとんどの日本人の方が

超えない数値であるということで、もしいるとして、食習慣が極端に偏っている方以外は、

余り問題にならないだろう。そういう意味だろうと思います。 

○中村 スペイン、イタリアの事情で、厚生労働省の方で、どんなことが議論されている

のかご存じであれば、簡単に紹介してください。 

○中垣 厚生労働省の中垣でございます。 

 申しわけございません。スペイン、イタリアについて、直接情報を持っているわけでは

ございません。持っておりますのは、ノルウェー、アイルランド、デンマーク等々におい

ては、そういった食生活上の注意が勧告されておるということでございます。 

 また、立ちましたのでついでに参考までに申し上げますと、どの魚にどれぐらいという

ことが繰り返されておりましたけれども、一昨年、注意事項を発出しましたときに、大体

300種類、2600検体の検査結果を公表いたしておりますし、昨年の８月、また 11月に開

催いたしました審議会の資料として、400～500種類、7500検体、国内で分析した資料を

厚生労働省のホームページに掲載いたしておりますので、ご参考にしていただければあり

がたいと思っております。 

 もちろん、今日はメチル水銀のリスク評価の意見交換でございまして、まだこのリスク

評価も案でございますから、厚生労働省といたしましては、リスク評価が最終的にまとめ

られた段階で、速やかに審議会において検討を始めたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○中村 ありがとうございました。 
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 まだまだ会場からのご質問、ご意見を伺いたいんですけれども、たびたび申し上げてお

りますように、６時をもってこの会場を明け渡すということにしておりますので、もうそ

ろそろ限界でございます。 

 さらに、今日ご質問いただいた内容、お答えいただいたことも踏まえて、まだパブリッ

クコメントが続いておりまして、７月 22 日まで、食品安全委員会がパブリックコメント

を求めておりますので、そんなこともひとつ含めて、いろいろご意見をお寄せいただけれ

ばありがたいと思います。 

 それでは、本当に時間ぎりぎりのところまでいろんなご意見を伺いましたが、これでパ

ネルディスカッションの部分は終了いたします。 

○司会 どうもありがとうございました。皆様、ありがとうございました。 

 パネリストの方々に温かい拍手をどうぞ。（拍手）どうもありがとうございました。 

 

（５）閉会挨拶 

○司会 それでは、ここで、食品安全委員会の寺尾委員長代理から閉会のごあいさつを申

し上げます。 

○寺尾委員長代理 本日は、会場の皆様方、「魚介類等に含まれるメチル水銀に係る食品健

康影響評価（案）」につきまして、さまざまなご意見をいただきましてどうもありがとうご

ざいました。 

 それから、ご講演賜りました佐藤教授、パネルディスカッションにパネリストとしてご

参加いただきました諸先生方に心からお礼申し上げます。 

 本日のお話の中では、極めて科学的な難しい問題につきましてご説明いただいたわけで、

どうしても言葉といたしましては、やむを得ず専門用語を使わざるを得ないというような

ところがございまして、多分会場の皆様方、一部の方にとりましては、余り聞きなれない

ような言葉、あるいは難しい内容ということでございまして、ご理解いただくのにご苦労

なさったと思います。 

 このメチル水銀に関しまして、どういうところが論点であるか、あるいはメチル水銀の

リスクについてどういうふうに考えたらいいかというようなことにつきまして、これから

皆様方がお考えいただく上で、取っかかりになるようなご説明をいただいたのではないか

と思っております。 

 本日、会場の皆様方からいただきましたさまざまなご意見につきましては、これから食
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品安全委員会で科学的な議論を行っていく上で、参考にさせていただきたいと思っており

ます。 

 先ほどから出てございますけれども、この評価案は、今意見募集の途中でございます。

本日、まだいろいろご意見あると思います。まだいい足りない方もいらっしゃると思いま

すけれども、何か新しいご意見がございましたら、７月 22 日が締め切りということでご

ざいますので、ぜひそれまでに私どもの方にお寄せいただければありがたいと思います。

今日いただいたご意見につきましては、もう十分に記録にとどめてありますので、お寄せ

いただかなくても大丈夫でございますけれども、何か新しいご意見がありましたらば、お

寄せいただければと思います。 

 それでは、本日は遅くまでどうもありがとうございました。これで終わりにいたします。

（拍手） 

○司会 ありがとうございました。 

 

（６）閉会 

○司会 大変お疲れさまでございました。熱心なご議論ありがとうございました。 

 これで今日の意見交換会を終わらせていただきます。 

 なお、アンケートにご記入いただきましたら、受付に置いていっていただければと存じ

ます。ありがとうございました。 

午後６時 閉会 
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